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一　

問
題
の
所
在
と
分
析
視
角

　

一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
、
日
本
の
植
民
地
時
代
が
終
わ
り
を
告
げ
て
間
も
な
く
、
東
ア
ジ
ア
冷
戦
が
到
来
し
、
日
本
と
韓
国
は
新
た

な
関
係
構
築
の
課
題
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
米
国
は
、
冷
戦
戦
略
の
観
点
か
ら
日
韓
の
政
治
、
経
済
、
軍
事
的
協
力
を
推
進
し
た
。

米
韓
相
互
防
衛
条
約
（
以
下
、
米
韓
同
盟
と
略
す
）
と
日
米
安
全
保
障
条
約
（
以
下
、
日
米
同
盟
と
略
す
）
に
象
徴
さ
れ
る
米
国
の
軍
事
的
プ

レ
ゼ
ン
ス
は
、
冷
戦
期
の
日
韓
関
係
を
規
定
す
る
根
本
的
な
枠
組
み
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
同
盟
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
日
韓
関
係
は
停
滞
し
て
い
た
。
む
し
ろ
、
両
国
は
、
武
力
衝
突
が
懸
念
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
対
立
の
度
を
深
め
た
の
で
あ
る
。

　

日
韓
会
談
の
研
究
は
、
五
〇
年
代
の
日
韓
関
係
が
停
滞
し
た
原
因
と
し
て
「
植
民
地
時
代
を
め
ぐ
る
認
識
の
相
違
」
を
強
調
し
て
い
る
。

韓
国
は
植
民
地
時
代
を
受
難
の
歴
史
と
し
て
評
価
し
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
は
植
民
地
時
代
の
肯
定
的
な
側
面
を
強
調
し
て
い
た
。
請

求
権
の
金
額
と
そ
の
法
的
正
当
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
両
国
の
歴
史
認
識
の
落
差
を
物
語
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、

歴
史
認
識
問
題
を
抱
え
な
が
ら
実
現
し
た
日
韓
国
交
正
常
化
を
冷
戦
と
反
共
の
論
理
の
産
物
と
し
て
位
置
付
け（
1
）る。

し
か
し
、
当
時
、
日

韓
対
立
の
構
図
は
、
こ
の
観
点
の
み
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
当
時
に
お
い
て
日
本
と
韓
国
は
、
対
共
産
圏
政
策
の
あ
り
方
を
め

ぐ
っ
て
も
絶
え
ず
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
韓
国
は
、
日
本
の
対
共
産
圏
民
間
交
流
に
、
不
信
感
を
募
ら
せ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
て
、
韓
国
は
反
共
と
脱
植
民
地
（
反
日
）
戦
略
を
掲
げ
た
の
に
対
し
、
日
本
は
反
共
論
理
か
ら
距
離
を
置

き
共
産
圏
と
の
貿
易
を
試
み
た
た
め
、
日
韓
の
対
立
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
論
じ
る
研
究
も
あ（
2
）る。

し
か
し
、
こ
の
説
明
は
、
対
立
の

動
態
的
な
側
面
を
見
逃
し
て
い
る
。
激
し
い
論
戦
か
ら
始
ま
っ
た
日
韓
の
対
立
は
、
米
国
が
両
国
の
武
力
衝
突
を
懸
念
し
、
介
入
に
乗
り

出
す
ほ
ど
に
深
刻
化
し
た
。
で
は
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
激
化
し
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
対
立
激
化
は
い
か
な
る
意
味
合
い
を
持
つ
の
か
。
要

す
る
に
、
日
韓
の
冷
戦
戦
略
の
違
い
か
ら
対
立
を
説
明
す
る
研
究
は
、
対
立
を
静
態
的
に
捉
え
る
が
ゆ
え
に
、
対
立
が
激
化
し
た
プ
ロ
セ
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ス
に
つ
い
て
十
分
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
の
で
あ（
3
）る。

　

以
上
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
主
権
と
安
全
の
保
障
に
対
す
る
悲
観
的
な
予
測
が
自
己
現
実
化
し
た
た
め
、
日
韓
関
係

が
停
滞
し
た
と
の
視
点
を
提
示
し
、
五
〇
年
代
に
お
け
る
日
韓
対
立
の
構
図
と
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

日
韓
は
、
二
つ
の
面
で
相
互
不
信
を
抱
え
て
い
た
。
第
一
に
、
植
民
地
時
代
を
め
ぐ
る
認
識
の
相
違
に
起
因
す
る
不
信
で
あ
る
。
韓
国

は
植
民
地
時
代
を
受
難
の
歴
史
と
し
て
評
価
し
た
の
に
対
し
、
日
本
は
植
民
地
の
統
治
が
非
難
を
受
け
る
に
値
し
な
い
と
認
識
し
、
当
時

の
韓
国
の
国
家
資
産
の
八
割
に
当
た
る
請
求
権
を
韓
国
に
求
め
た
。
第
二
に
、
東
ア
ジ
ア
冷
戦
に
お
け
る
日
韓
の
対
共
産
圏
政
策
の
相
違

に
起
因
す
る
不
信
で
あ
る
。
日
本
は
北
朝
鮮
を
始
め
と
す
る
共
産
圏
諸
国
と
の
貿
易
や
人
的
交
流
に
寛
容
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
韓
国
は

徹
底
的
な
反
共
を
国
是
と
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
対
立
構
図
の
中
で
、
韓
国
は
自
国
の
主
権
に
対
し
て
日
本
が
攻
撃
的
な
意
図
を
持
っ
て
お
り
、
共
産
主
義
陣
営
に
立
つ
の

で
は
な
い
か
と
警
戒
し
、
李
承
晩
ラ
イ
ン
（
以
下
、
李
ラ
イ
ン
と
略（
4
）す）
を
侵
犯
す
る
日
本
漁
船
の
拿
捕
に
踏
み
切
っ
た
。
す
な
わ
ち
韓
国

は
、
過
去
の
日
本
の
行
為
に
憤
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、「
未
来
の
日
本
像
」
へ
の
恐
れ
か
ら
自
己
防
衛
の
措
置
を
取
っ
た
の
で
あ（
5
）る。

し

か
し
、
李
ラ
イ
ン
を
め
ぐ
る
韓
国
の
措
置
は
、
日
本
に
と
っ
て
国
民
安
全
の
侵
害
に
他
な
ら
ず
、
日
本
側
は
「
韓
国
は
将
来
に
お
い
て
日

本
と
協
力
す
る
意
思
が
な
い
」
と
の
認
識
を
強
め
、
反
発
し
た
。
そ
し
て
、
自
国
民
を
守
る
た
め
の
日
本
の
対
抗
措
置
は
、
韓
国
の
対
日

不
信
を
一
層
強
め（
6
）る。
こ
の
よ
う
な
相
互
不
信
の
悪
循
環
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
外
交
、
経
済
関
係
は
断
た
れ
、
日
韓
両
国
は
相
手
に
対
し

て
武
力
行
使
を
検
討
し
、
海
上
境
界
線
の
武
装
化
を
図
っ
た
。
反
目
の
相
互
作
用
の
末
、
日
韓
の
対
立
は
主
権
と
安
全
を
め
ぐ
る
争
い
の

様
子
を
呈
す
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
米
国
は
、
同
盟
国
間
の
対
立
の
悪
化
を
懸
念
し
、
介
入
に
乗
り
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な

争
い
の
中
で
、
対
立
が
意
図
を
越
え
て
悪
化
し
た
た
め
、
日
韓
関
係
の
改
善
が
停
滞
し
た
と
い
う
の
が
本
稿
の
議
論
で
あ（
7
）る。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
植
民
地
時
代
へ
の
認
識
を
め
ぐ
る
日
韓
の
対
立
が
、
李
ラ
イ
ン
問
題
と
重
な
る
中
で
、
武
力
使
用
を
威
嚇
す
る
ほ

ど
に
悪
化
し
て
い
く
過
程
を
論
じ
る
。
次
に
、
日
韓
不
可
侵
協
定
の
交
渉
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
韓
が
主
権
と
安
全
を
相
互
保
障
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し
、
紛
争
を
抑
制
し
、
協
力
の
糸
口
を
探
ろ
う
と
試
み
た
過
程
を
明
ら
か
に
す（
8
）る。
そ
の
上
で
、
北
朝
鮮
を
始
め
と
す
る
対
共
産
圏
政
策

の
相
違
に
よ
っ
て
日
韓
の
外
交
、
経
済
関
係
が
断
た
れ
、
対
立
が
意
図
を
越
え
て
悪
化
し
た
様
子
を
描
く
。

二　

植
民
地
時
代
へ
の
認
識
を
め
ぐ
る
日
韓
の
対
立

㈠　

二
つ
の
争
点

―
対
韓
請
求
権
問
題
と
李
ラ
イ
ン
問
題

　

朝
鮮
戦
争
最
中
の
一
九
五
一
年
一
〇
月
、
日
韓
は
国
交
正
常
化
に
向
け
て
予
備
会
談
を
開
い
た
。
韓
国
の
独
立
以
来
、
日
韓
の
政
策
当

局
者
が
対
面
す
る
初
め
て
の
機
会
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
会
談
は
当
初
か
ら
植
民
地
時
代
へ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
。
韓

国
側
代
表
が
日
本
に
よ
る
植
民
地
統
治
の
苦
難
を
振
り
返
り
、
和
解
の
意
思
を
表
明
し
た
の
に
対
し
、
日
本
側
は
和
解
す
べ
き
事
案
の
存

在
に
疑
義
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
韓
国
の
歴
史
認
識
と
は
異
な
り
、
日
本
側
は
植
民
地
統
治
を
非
難
す
べ
き
対
象
と
し
て
認
識
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ（
9
）る。

　

韓
国
を
さ
ら
に
刺
激
し
た
の
は
、
日
本
に
よ
る
対
韓
請
求
権
の
主
張
で
あ
っ
た
。
日
本
の
敗
戦
後
、
南
朝
鮮
に
軍
政
を
敷
い
た
米
国
は
、

日
本
人
が
南
朝
鮮
に
残
し
た
財
産
を
没
収
し
韓
国
政
府
に
委
譲
し
、
そ
の
範
囲
と
規
模
は
独
立
間
も
な
い
韓
国
の
国
家
資
産
の
八
割
を
占

め
て
い
た
。
日
本
側
は
私
有
財
産
の
没
収
は
国
際
法
の
違
反
で
あ
る
と
し
、
そ
の
返
却
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
側
の
主
張
の
根
底

に
は
、
日
本
の
植
民
地
統
治
が
朝
鮮
の
近
代
化
に
寄
与
し
た
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
た
が
、
何
よ
り
も
韓
国
を
驚
か
せ
た
の
は
、
請

求
権
の
金
額
の
規
模
で
あ
っ
た
。
予
備
会
談
の
四
カ
月
後
に
行
わ
れ
た
第
一
次
国
交
正
常
化
会
談
で
、
韓
国
側
は
日
本
が
対
韓
請
求
権
主

張
を
取
り
下
げ
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
日
本
側
は
そ
れ
に
応
じ
ず
、
交
渉
は
決
裂
に
至
っ
た
。
第
一
次
会
談
後
、
ア
チ
ソ
ン
（D

ean G. 

Acheson

）
国
務
長
官
と
の
会
談
に
お
い
て
、
梁
裕
粲
駐
米
韓
国
大
使
は
、
韓
国
の
国
家
資
産
の
八
割
に
の
ぼ
る
日
本
の
請
求
権
の
主
張
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を
受
け
入
れ
た
場
合
に
は
、
事
実
上
、
韓
国
の
主
権
は
崩
壊
す
る
と
述
べ
、
日
本
の
交
渉
姿
勢
に
対
す
る
強
い
不
満
を
表
明
し
）
10
（
た
。
韓
国

に
と
っ
て
日
本
の
対
韓
請
求
権
主
張
は
、
過
去
の
植
民
地
統
治
に
代
わ
る
新
し
い
侵
略
の
試
み
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
）
11
（

る
。

　

対
韓
請
求
権
問
題
が
争
点
と
な
る
中
、
日
韓
関
係
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
の
は
、
韓
国
の
李
ラ
イ
ン
宣
言
で
あ
っ
た
。
五
二
年
一
月
一

八
日
、
韓
国
が
朝
鮮
半
島
沿
岸
五
な
い
し
六
マ
イ
ル
の
水
域
に
対
す
る
主
権
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
四
五
年
九
月
以
来
、
日
本
と
韓
国

の
漁
業
水
域
は
連
合
国
最
高
司
令
部
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ラ
イ
ン
」
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
平
和
条
約
の
発
効
に
従
い
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ラ
イ
ン
は
効
力
を
失
う
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
と
の
漁
業
問
題
に
関
す
る
協
定
も
持

た
ず
、
そ
の
成
立
の
目
処
も
立
た
な
い
中
で
、
韓
国
は
単
独
行
動
に
踏
み
切
り
水
域
を
確
保
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
韓
国
海
軍
は

李
ラ
イ
ン
を
侵
犯
す
る
日
本
漁
船
を
拿
捕
し
、
漁
夫
を
抑
留
し
た
。
韓
国
は
李
ラ
イ
ン
設
定
の
理
由
と
し
て
漁
業
資
源
の
保
護
を
挙
げ
つ

つ
、
今
後
の
交
渉
の
如
何
に
よ
っ
て
修
正
可
能
な
海
上
境
界
線
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
の
、
韓
国
に
よ
る
一
連
の
措
置
は
、
日
本

の
対
韓
請
求
権
主
張
に
対
す
る
報
復
策
の
性
格
も
帯
び
て
い
）
12
（
た
。

　

日
本
側
は
、
李
ラ
イ
ン
宣
言
と
漁
船
拿
捕
こ
そ
が
国
交
正
常
化
に
向
け
た
交
渉
の
土
台
を
崩
す
行
為
で
あ
る
と
激
し
く
抗
議
し
）
13
（

た
。
日

本
政
府
が
漁
船
保
護
の
対
策
と
し
て
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
を
派
遣
す
る
方
針
を
立
て
る
と
、
韓
国
海
軍
は
そ
れ
を
非
難
す
る
談
話
を
発

表
し
、
釡
山
で
は
日
本
を
糾
弾
す
る
国
民
大
会
が
開
か
れ
）
14
（

た
。
状
況
の
悪
化
を
懸
念
し
た
ク
ラ
ー
ク
（M

ark W
. Clark

）
国
連
軍
司
令
官

は
防
衛
水
域
と
し
て
「
ク
ラ
ー
ク
ラ
イ
ン
」
を
設
定
し
た
。
米
国
は
、
朝
鮮
戦
争
中
、
韓
国
海
岸
へ
の
共
産
国
家
特
攻
部
隊
の
侵
入
を
防

ぐ
と
の
理
由
か
ら
日
本
漁
船
の
接
近
に
自
制
を
求
め
た
が
、
そ
こ
に
は
日
韓
の
衝
突
を
防
止
す
る
狙
い
も
あ
っ
）
15
（

た
。

㈡　

国
交
正
常
化
会
談
の
再
開
に
向
け
た
動
き

　

国
交
正
常
化
会
談
の
再
開
に
向
け
、
米
国
は
李
承
晩
大
統
領
の
訪
日
を
仲
介
し
、
事
態
の
打
開
を
図
っ
た
。
一
九
五
三
年
一
月
五
日
、

日
本
到
着
の
直
後
の
李
承
晩
は
、
ク
ラ
ー
ク
の
招
聘
に
よ
る
個
人
的
な
訪
問
と
し
つ
つ
も
、
日
韓
関
係
に
つ
い
て
は
、
建
設
的
な
進
展
が
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期
待
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
交
正
常
化
会
談
の
再
開
を
希
望
す
る
と
述
べ
、
日
韓
関
係
の
改
善
が
訪
日
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を

示
唆
し
）
16
（

た
。

　

訪
日
の
二
日
目
の
一
月
六
日
、
李
承
晩
と
吉
田
茂
首
相
と
の
非
公
式
首
脳
会
談
が
行
わ
れ
た
。
ク
ラ
ー
ク
と
マ
ー
フ
ィ
ー
（Robert D. 

M
urphy

）
駐
日
米
大
使
も
同
席
し
、
日
韓
両
首
脳
の
初
対
面
と
な
る
場
で
、
李
承
晩
は
自
分
の
対
日
観
を
率
直
に
語
り
、
日
韓
関
係
の

改
善
に
向
け
た
意
思
を
示
し
た
。
問
題
解
決
の
た
め
の
忍
耐
の
徳
を
強
調
す
る
吉
田
に
対
し
、
李
承
晩
は
韓
国
と
日
本
が
近
隣
国
で
あ
り
、

好
き
嫌
い
に
関
わ
り
な
く
親
善
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
応
え
）
17
（
た
。
米
国
側
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
日
本
と
の
関
係
を
改
善
す
る
た
め
の
方
法

と
手
段
を
探
っ
て
い
る
と
李
承
晩
は
述
べ
て
い
）
18
（

る
。

　

首
脳
会
談
で
は
、
国
交
正
常
化
会
談
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。「
植
民
地
支
配
の
す
べ
て
の
責
任
は
軍
国
主
義
者
ら
に
あ
り
ま

す
」
と
す
る
吉
田
に
対
し
、
李
承
晩
は
日
本
の
交
渉
姿
勢
に
触
れ
つ
つ
、
韓
国
人
の
対
日
認
識
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
）
19
（

る
。

貴
下
は
、
す
べ
て
の
責
任
は
軍
国
主
義
者
た
ち
に
あ
り
、
こ
れ
か
ら
は
韓
国
を
軍
事
的
に
侵
略
す
る
意
思
が
な
い
こ
と
を
示
せ
た
は
ず
で
し
た
。
そ
の

よ
う
な
声
明
は
、
日
本
が
韓
国
支
配
を
目
論
む
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
い
る
韓
国
人
の
疑
念
を
解
消
す
る
の
に
役
に
立
つ
は
ず
で
し
た
。
そ
の
代

わ
り
、
韓
国
の
財
産
の
八
〇
な
い
し
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
日
本
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
疑
念
を
晴
ら
す
と
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
煽
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

以
上
の
発
言
は
、
韓
国
が
東
ア
ジ
ア
冷
戦
に
直
面
し
て
日
本
と
の
提
携
を
現
実
的
な
課
題
と
し
て
認
識
し
た
も
の
の
、
他
方
で
は
日
本

へ
の
不
信
感
を
拭
い
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
李
承
晩
は
、
日
本
側
の
対
韓
請
求
権
主
張
を
踏
ま
え
て
、
日
本
が
韓
国
の
主

権
に
対
す
る
攻
撃
的
な
意
図
を
放
棄
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
不
信
感
を
表
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
李
承
晩
は
訪
日
の
成
果
に
満
足
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
李
承
晩
は
訪
日
の
後
、
ブ
リ
ッ
グ
ス
（Ellis O. Briggs

）
駐
韓
米
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大
使
に
対
し
、
基
礎
的
な
段
階
が
整
っ
た
ら
国
交
交
渉
を
再
開
し
た
い
と
述
べ
た
。
駐
韓
米
大
使
館
は
、
李
承
晩
の
対
日
態
度
が
訪
日
を

経
て
好
意
的
と
な
っ
た
と
評
価
し
て
い
）
20
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
李
承
晩
が
日
本
と
の
関
係
改
善
に
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
始
め
た
の
は
、
冷
戦
の
前
哨
基
地
と
し
て
の
韓
国
の
戦
略
的

立
場
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
朝
鮮
戦
争
中
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
今
後
の
国
交
交
渉
に
お
い
て
、
日
本
側
か
ら
譲
歩
を
得

ら
れ
る
と
見
込
ん
だ
筋
が
あ
る
。
米
国
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
李
承
晩
は
吉
田
と
の
首
脳
会
談
に
お
い
て
、
共
産
主
義
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
韓
国
の
立
場
を
改
め
て
強
調
し
、
日
本
の
寛
大
な
姿
勢
を
求
め
て
い
）
21
（
る
。

　

で
は
、
吉
田
は
李
承
晩
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
日
韓
関
係
の
展
望
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
マ
ー

フ
ィ
ー
は
、
一
月
二
一
日
の
吉
田
と
の
会
談
で
、
李
承
晩
の
訪
日
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
友
好
的
な
雰
囲
気
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
国
交

正
常
化
会
談
を
再
開
す
る
よ
う
説
得
し
）
22
（

た
。
し
か
し
、
マ
ー
フ
ィ
ー
の
提
案
に
対
す
る
吉
田
の
応
答
は
、
韓
国
へ
の
不
満
で
満
ち
て
い
た
。

吉
田
は
李
承
晩
の
態
度
を
肯
定
的
に
評
価
し
つ
つ
も
、
韓
国
は
信
頼
で
き
な
い
と
繰
り
返
し
、
過
去
に
受
け
た
失
望
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
吉
田
に
言

わ
せ
れ
ば
、
李
承
晩
は
自
ら
を
友
好
的
だ
と
称
し
て
い
る
も
の
の
、
李
ラ
イ
ン
の
よ
う
な
具
体
的
な
懸
案
に
関
し
て
、
韓
国
側
が
適
当
な
姿
勢
を
と
る

か
は
疑
わ
し
い
と
い
う
。
彼
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も
韓
国
は
頑
な
な
姿
勢
を
取
る
は
ず
で
あ
る
と
予
想
し
て
い
）
23
（
た
。

　

マ
ー
フ
ィ
ー
は
、
現
段
階
に
お
い
て
は
日
本
側
が
友
好
的
な
態
度
を
取
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
日
本
側
か
ら
国
交
正
常
化

会
談
の
再
開
を
提
案
す
る
よ
う
提
言
し
、
吉
田
の
同
意
を
得
た
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
四
月
一
五
日
に
、
第
二
次
国
交
正
常
化
会

談
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
朝
鮮
戦
争
の
休
戦
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
の
情
勢
を
見
極
め
る
と
の
日
本
側
の
要
請
で
、
七
月
二
三
日
に
休

会
と
な
る
。

　

韓
国
の
対
日
態
度
は
好
転
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
の
、
対
日
不
信
感
は
依
然
と
し
て
強
く
残
っ
て
い
た
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
（W

alter S. 
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Robertson

）
極
東
担
当
国
務
次
官
補
が
ダ
レ
ス
（John Foster D

ulles

）
国
務
長
官
の
訪
韓
に
備
え
作
成
し
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
よ
る
と
、

韓
国
は
以
下
の
三
点
を
米
国
に
要
請
し
て
い
た
。
⑴
日
本
の
再
軍
備
計
画
と
均
衡
を
保
ち
つ
つ
、
韓
国
の
陸
、
海
、
空
軍
を
強
化
す
る
こ

と
。
⑵
米
国
の
対
韓
援
助
の
一
環
と
し
て
韓
国
に
日
本
製
品
を
流
入
さ
せ
る
こ
と
は
避
け
る
こ
と
。
⑶
日
本
の
侵
略
に
対
し
て
米
国
が
韓

国
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
。
韓
国
の
こ
う
し
た
要
求
の
背
景
に
は
、
将
来
に
お
け
る
韓
国
に
対
す
る
「
日
本
の
帝
国
主
義
的
戦
略
観
の

再
登
場
」
へ
の
懸
念
が
あ
っ
）
24
（

た
。
八
月
四
日
、
ダ
レ
ス
は
李
承
晩
と
の
会
談
に
お
い
て
、
ソ
連
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
侵
略
に
対
し
て

も
米
国
は
韓
国
を
保
護
す
る
と
言
明
し
た
上
で
、
日
本
を
恐
れ
ず
、
協
力
関
係
を
築
く
よ
う
説
得
し
）
25
（
た
。
反
共
の
前
哨
基
地
と
し
て
日
本

と
の
協
力
を
模
索
し
つ
つ
も
、
一
方
で
は
日
本
を
警
戒
し
て
い
た
韓
国
に
対
し
て
政
治
的
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
日

関
係
改
善
の
動
き
を
後
押
し
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

㈢　

会
談
決
裂
と
対
立
の
激
化

　

朝
鮮
戦
争
が
休
戦
に
至
り
、
一
九
五
三
年
八
月
二
七
日
、
ク
ラ
ー
ク
ラ
イ
ン
が
廃
止
さ
れ
た
。
ク
ラ
ー
ク
ラ
イ
ン
の
廃
止
を
受
け
て
韓

国
の
公
海
付
近
で
日
本
漁
船
の
操
業
が
活
性
化
す
る
中
、
韓
国
政
府
は
撤
去
命
令
を
出
す
と
と
も
に
、
海
軍
に
よ
る
日
本
漁
船
の
拿
捕
措

置
を
強
化
し
は
じ
め
た
。
日
本
政
府
は
李
ラ
イ
ン
と
漁
業
問
題
の
協
議
の
た
め
に
国
交
交
渉
の
再
開
を
要
請
し
、
一
〇
月
六
日
、
第
三
次

国
交
正
常
化
会
談
が
開
催
さ
れ
た
。

　

会
談
が
開
か
れ
た
も
の
の
、
両
国
は
敵
愾
心
を
ぶ
つ
け
合
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
会
談
の
席
で
、
請
求
権
の
法
的
正
当
性
を
議
論
す
る

際
に
、
久
保
田
貫
一
郎
主
席
代
表
が
、
日
本
の
植
民
地
支
配
が
韓
国
に
一
定
の
利
益
を
も
た
ら
し
た
旨
を
発
言
し
た
途
端
、
韓
国
側
の

「
積
も
り
積
も
っ
た
憤
り
が
こ
み
上
げ
た
」
の
で
あ
）
26
（
る
。
そ
の
後
、
久
保
田
発
言
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
激
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
韓
国
側
は
、

日
本
の
朝
鮮
支
配
に
肯
定
的
な
面
が
あ
っ
た
と
す
る
発
言
は
植
民
地
支
配
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
日
本
側
の
姿
勢
を
非
建
設

的
で
あ
る
と
非
難
し
）
27
（
た
。
久
保
田
発
言
は
日
本
の
対
韓
請
求
権
主
張
の
論
理
と
繫
が
っ
て
お
り
、
そ
の
主
張
を
受
け
入
れ
た
ら
、
韓
国
に
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と
っ
て
「
独
立
は
形
だ
け
の
も
の
に
な
る
」
か
ら
で
あ
っ
）
28
（
た
。
こ
れ
に
対
し
、
久
保
田
は
、
日
本
こ
そ
熱
意
を
も
っ
て
会
談
に
臨
ん
で
い

る
と
し
た
上
、
む
し
ろ
李
ラ
イ
ン
を
宣
言
し
、
漁
船
拿
捕
を
繰
り
返
し
て
い
る
韓
国
の
方
が
、
非
建
設
的
で
あ
る
と
応
酬
し
）
29
（

た
。
互
い
に

一
歩
も
譲
ら
な
い
非
難
合
戦
の
末
、
二
一
日
に
会
談
は
決
裂
に
至
っ
た
。

　

会
談
の
決
裂
を
受
け
、
日
韓
両
国
の
緊
張
の
度
合
い
が
高
ま
っ
た
。
駐
日
韓
国
代
表
部
は
、
久
保
田
発
言
に
つ
い
て
、
日
本
の
対
韓
請

求
権
の
論
理
が
埋
め
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
韓
国
に
と
っ
て
「
日
本
へ
の
、
韓
国
国
民
と
財
産
の
従
属
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と

厳
し
く
批
判
し
）
30
（
た
。
李
承
晩
は
久
保
田
発
言
の
よ
う
な
日
本
の
主
張
は
韓
国
に
対
す
る
悪
意
の
証
し
で
あ
る
と
し
、
李
ラ
イ
ン
を
固
守
す

る
方
針
を
打
ち
出
し
）
31
（

た
。
李
ラ
イ
ン
周
辺
で
は
、
韓
国
海
軍
に
よ
る
日
本
漁
船
の
拿
捕
、
抑
留
措
置
が
一
層
強
化
さ
れ
）
32
（

た
。

　

韓
国
の
強
硬
な
対
応
は
、
日
本
側
の
反
発
を
引
き
起
こ
し
た
。
国
交
正
常
化
会
談
の
決
裂
を
受
け
、
日
本
政
府
内
で
は
李
ラ
イ
ン
問
題

に
対
し
て
強
硬
な
対
応
を
求
め
る
意
見
が
出
て
い
た
。
例
え
ば
、
水
産
庁
は
会
談
の
決
裂
を
受
け
て
、
李
ラ
イ
ン
を
認
め
な
い
と
の
立
場

か
ら
海
上
保
安
庁
、
保
安
庁
警
備
の
下
で
出
漁
を
強
行
す
る
と
提
案
し
て
い
）
33
（
る
。

　

日
本
側
の
反
発
は
一
省
庁
の
も
の
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
吉
田
は
、
官
邸
会
議
に
お
い
て
、
対
韓
報
復
措
置
の
検
討
を
指
示
し
た
。
他

方
、
外
務
省
は
強
硬
措
置
を
思
い
止
ま
る
よ
う
吉
田
を
説
得
し
て
ほ
し
い
と
ア
リ
ソ
ン
（John M

. Allison

）
駐
日
米
大
使
に
要
請
し
た
。

外
務
省
高
官
に
よ
れ
ば
、
官
邸
会
議
に
お
い
て
、
吉
田
は
側
近
た
ち
の
助
言
を
振
り
切
っ
て
、
一
一
月
三
日
ま
で
に
次
の
四
つ
の
項
目
に

従
っ
て
、
具
体
的
な
計
画
を
作
成
す
る
よ
う
命
じ
た
と
い
う
。
⑴
韓
国
公
使
の
国
外
追
放
、
駐
日
韓
国
代
表
部
の
閉
鎖
。
⑵
海
上
保
安
庁

の
警
備
隊
に
よ
る
漁
業
船
の
武
力
保
護
。
⑶
日
本
人
抑
留
者
と
同
数
の
在
日
韓
国
人
の
抑
留
。
⑷
追
加
措
置
。
そ
こ
で
、
外
務
省
高
官
は
、

こ
れ
ら
の
措
置
が
取
ら
れ
れ
ば
、
状
況
は
極
め
て
悪
化
す
る
と
し
て
吉
田
に
自
制
を
求
め
る
よ
う
、
駐
日
米
大
使
館
に
懇
願
し
た
の
で

あ
）
34
（
る
。

　

米
国
の
説
得
に
よ
り
対
韓
報
復
措
置
は
撤
回
さ
れ
た
も
の
の
、
日
本
国
内
の
不
満
は
収
ま
ら
な
か
っ
）
35
（

た
。
日
本
国
内
で
は
保
安
庁
関
係

者
、
旧
軍
人
を
中
心
に
、
武
力
を
も
っ
て
李
ラ
イ
ン
問
題
を
解
決
す
べ
き
と
の
声
が
上
が
り
、
そ
の
論
調
は
一
般
世
論
に
も
広
が
っ
て
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い
）
36
（
た
。

　

こ
う
し
た
日
本
国
内
の
動
き
は
、
韓
国
の
警
戒
心
を
一
層
強
め
た
。
韓
国
政
府
は
、
李
ラ
イ
ン
問
題
に
関
し
て
日
本
国
内
で
武
力
対
応

の
可
能
性
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本
の
武
力
に
よ
る
韓
国
支
配
の
意
図
の
表
れ
で
あ
る
と
激
し
く
批
判
し
）
37
（
た
。
注

目
す
べ
き
は
、
対
日
不
信
が
強
ま
る
中
で
、
韓
国
が
李
ラ
イ
ン
確
保
に
向
け
て
海
軍
力
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
日
韓
関
係
が
急

激
に
悪
化
す
る
中
、
ブ
リ
ッ
ク
ス
は
李
承
晩
と
の
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
記
録
し
て
い
る
。

李
大
統
領
は
日
本
を
信
頼
で
き
な
い
と
改
め
て
強
調
し
、
李
ラ
イ
ン
問
題
に
関
し
て
は
漁
業
問
題
と
安
全
保
障
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
語
っ
た
。

日
本
の
侵
犯
を
防
止
し
、
最
終
的
に
は
韓
国
へ
の
侵
略
を
防
ぐ
た
め
に
も
李
ラ
イ
ン
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。（
中
略
）
韓
国
の
安
全
は
米
韓
、
日
米

同
盟
の
枠
組
み
で
守
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
問
題
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
か
と
問
い
詰
め
た
も
の
の
、
李
承
晩
は
返
答
し
な
か
っ
）
38
（
た
。

　

韓
国
は
、
同
盟
体
制
を
共
有
す
る
日
本
に
向
け
て
、
海
上
境
界
線
の
武
装
化
を
図
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
李
承
晩
は
、
一
一
月
二
四
日
付

の
ブ
リ
ッ
ク
ス
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、
米
国
が
日
本
の
攻
撃
的
な
意
図
を
感
知
し
て
い
な
い
と
し
つ
つ
、
漁
業
線
に
つ
い
て
「
漁
業
資
源

保
護
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
の
侵
略
か
ら
の
韓
国
保
護
の
問
題
で
あ
る
」
と
し
、
李
ラ
イ
ン
を
対
日
安
保
境
界
線
と
す
る
方
針
を

明
ら
か
に
し
た
。
李
承
晩
に
よ
る
と
、
日
本
は
軍
事
的
に
韓
国
を
侵
略
す
る
意
思
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
こ
れ
は
韓
国
の
安
全
に
と
っ

て
脅
威
な
の
で
あ
っ
）
39
（
た
。

　

米
国
は
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
の
「
反
日
政
策
」
を
深
刻
に
受
け
止
め
た
。
一
二
月
三
日
、
ダ
レ
ス
は
李
承
晩
宛
の
書
簡
で
、
李
ラ
イ
ン

を
対
日
安
保
境
界
線
と
す
る
方
針
に
関
し
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
五
条
（
ａ
）（
ⅱ
）
項
に
対
す
る
日
本
の
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
や
、
韓
国
の
安
全
に
対
す
る
米
国
の
強
い
意
志
を
強
調
し
、
韓
国
の
安
保
問
題
を
日
米
と
の
協
力
の
下
で
解
決
す
る
よ
う
促
し
）
40
（

た
。

　

と
り
わ
け
米
国
を
困
惑
さ
せ
た
の
は
、
漁
船
拿
捕
を
始
め
と
す
る
韓
国
海
軍
の
単
独
行
動
で
あ
っ
た
。
韓
国
軍
の
動
き
は
、
国
連
軍
が
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持
つ
韓
国
軍
指
揮
統
帥
権
へ
の
挑
戦
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
米
国
の
統
合
参
謀
長
会
議
が
国
務
省
に
渡
し
た
日
韓
漁
業
紛
争
に
関
す
る
覚

書
で
は
、
日
韓
の
漁
業
紛
争
と
漁
船
拿
捕
は
、
韓
国
軍
に
対
す
る
国
連
軍
の
指
揮
統
帥
権
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
る
と
規
定
し
、
経
済
支

援
、
韓
国
海
軍
支
援
の
撤
回
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
日
韓
漁
業
問
題
の
妥
結
を
促
す
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
統
合
参
謀
長

会
議
は
、
韓
国
の
単
独
行
動
が
続
け
ば
李
承
晩
が
よ
り
極
端
な
行
動
を
と
る
可
能
性
が
あ
り
、
在
韓
米
軍
の
安
全
を
脅
か
す
状
況
ま
で
悪

化
す
る
と
警
告
し
）
41
（

た
。
国
務
省
の
説
得
で
、
統
合
参
謀
長
会
議
の
提
案
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
）
42
（

の
、
そ
の
後
、
米
国
が
韓
国
の
兵
力

水
準
を
決
定
す
る
際
に
、
韓
国
に
よ
る
単
独
行
動
の
可
能
性
を
念
頭
に
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
日
本
と
の
漁
業
紛
争
に
使
用
さ
れ

得
る
海
軍
力
の
場
合
、
そ
の
影
響
は
特
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
梁
裕
粲
が
韓
国
政
府
が
提
出
し
た
空
・
海
軍
の
増
強
計
画
に
対
す
る
支
援
を

要
請
し
た
際
に
、
ダ
レ
ス
は
「
増
強
さ
れ
た
海
軍
力
が
日
本
に
向
け
ら
れ
る
」
可
能
性
を
指
摘
し
、
強
く
牽
制
し
）
43
（
た
。
実
際
の
武
力
衝
突

は
抑
え
ら
れ
て
は
い
た
が
、
李
ラ
イ
ン
周
辺
で
は
日
韓
が
緊
張
を
孕
ん
だ
ま
ま
対
峙
し
続
け
た
。

三　

日
米
韓
不
可
侵
協
定
構
想

―
主
権
と
安
全
の
相
互
保
障
下
に
お
け
る
協
力
の
模
索

㈠　

日
韓
不
可
侵
協
定
構
想
の
登
場

　

米
国
は
、
日
韓
間
に
横
た
わ
る
相
互
不
信
の
根
深
さ
を
肌
で
感
じ
て
い
た
。
一
九
五
四
年
七
月
二
九
日
の
米
韓
首
脳
会
談
で
、
ダ
レ
ス

が
日
本
を
自
由
陣
営
の
一
員
と
し
て
受
け
入
れ
る
よ
う
説
得
す
る
と
、
李
承
晩
は
「
韓
国
財
産
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
要
求
し
た
こ
と
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
日
本
は
韓
国
を
未
だ
植
民
地
と
認
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
、
日
本
に
対
す
る
不
満
を
こ
ぼ
し
た
。
そ
し

て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ラ
イ
ン
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
漁
業
問
題
の
経
緯
を
説
明
し
た
上
、
韓
国
が
日
本
と
平
和
に
過
ご
す
た
め
に
李
ラ
イ
ン

が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
）
44
（
た
。
不
信
を
募
ら
せ
て
い
た
の
は
、
日
本
側
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
一
一
月
の
日
米
首
脳
会
談
に
お
い
て
、
ダ
レ
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ス
が
日
韓
関
係
の
停
滞
に
つ
い
て
懸
念
を
表
す
と
、
吉
田
は
「
時
間
が
解
決
す
る
。
我
々
は
待
つ
べ
き
で
す
」
と
述
べ
、
李
承
晩
政
権
と

こ
れ
以
上
交
渉
す
る
意
思
が
な
い
こ
と
を
示
唆
し
）
45
（

た
。

　

よ
う
や
く
、
日
韓
関
係
が
動
き
始
め
た
の
は
、
五
四
年
一
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
新
た
に
発
足
し
た
鳩
山
一
郎
政
権
が
対
韓
関
係
の
打

開
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
国
内
政
治
の
変
動
を
き
っ
か
け
に
国
交
正
常
化
会
談
の
再
開
に
向
け
て
事
が
運
ぶ
中
で
、

李
承
晩
は
米
国
に
韓
国
の
対
日
要
求
案
を
説
明
し
、
協
力
を
求
め
た
。
一
二
月
二
九
日
、
李
承
晩
は
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
宛
の
書
簡
の
中
で
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
が
韓
国
の
国
家
資
産
の
八
割
に
当
た
る
請
求
権
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

警
戒
感
を
露
わ
に
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
が
請
求
権
の
主
張
を
取
り
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
を
強
調
し
つ
つ
、
そ
の
問
題
が
解
決

さ
れ
れ
ば
、
米
国
の
仲
介
の
下
で
、
日
韓
の
交
渉
を
進
め
る
と
の
考
え
を
示
し
）
46
（
た
。
米
国
を
国
交
正
常
化
会
談
に
よ
り
深
く
介
入
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
対
日
交
渉
力
を
高
め
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
興
味
深
い
構
想
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
李
承
晩
は
、
日

韓
の
最
終
協
定
の
た
め
に
も
、
日
本
が
合
理
的
な
提
案
を
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
）
47
（
る
。

そ
の
協
定
に
は
、
日
米
韓
不
可
侵
協
定
も
含
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。
三
国
の
中
で
、
一
国
が
侵
略
国
に
な
る
と
、
他
の
二
国
が
対
抗
す
る
の
で
す
。
そ

の
協
定
は
三
カ
国
が
真
摯
な
姿
勢
で
加
入
し
、
予
測
可
能
な
未
来
に
お
い
て
、
平
和
的
か
つ
友
好
的
な
関
係
を
保
障
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
一
旦
、
そ
の
よ
う
な
協
定
が
締
結
さ
れ
る
と
、
韓
国
は
日
本
と
の
商
業
協
定
も
準
備
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
社
会
文
化
の
分
野
に
お
い
て
、
友
好
的

な
交
流
も
始
め
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
、
北
東
ア
ジ
ア
の
反
共
陣
営
の
立
場
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

李
承
晩
は
、
日
本
と
の
協
力
の
基
盤
と
し
て
、
対
日
関
係
に
お
い
て
主
権
と
安
全
を
保
障
す
る
制
度
の
構
築
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
は
こ
の
構
想
に
つ
い
て
、
検
討
に
値
す
る
と
し
て
、
詳
細
に
つ
い
て
李
承
晩
と
相
談
す
る
よ
う
ブ
リ
ッ
ク
ス
に
指
示

し
）
48
（

た
。
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そ
の
後
、
日
韓
の
外
交
当
局
間
で
も
不
可
侵
協
定
に
対
す
る
議
論
が
開
始
さ
れ
た
。
五
五
年
一
月
二
九
日
の
谷
正
之
外
務
次
官
と
の
会

談
に
お
い
て
金
溶
植
駐
日
韓
国
代
表
部
公
使
は
、
韓
国
の
対
日
不
信
を
払
拭
す
る
た
め
に
も
、
不
可
侵
協
定
を
議
題
と
し
て
取
り
扱
う
べ

き
で
あ
る
と
提
案
し
た
。
金
溶
植
に
よ
る
と
、
韓
国
人
は
過
去
の
日
本
の
行
動
か
ら
将
来
の
日
本
の
行
動
に
つ
い
て
危
惧
し
て
お
り
、
日

本
に
よ
る
侵
略
の
可
能
性
が
な
い
旨
が
表
明
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
他
の
問
題
よ
り
も
大
き
い
な
意
味
合
い
を
持
つ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

金
溶
植
の
意
見
に
対
し
、
谷
は
一
定
の
理
解
を
示
し
、
不
可
侵
協
定
を
議
題
と
す
る
こ
と
に
同
意
し
）
49
（

た
。

㈡　

不
可
侵
保
障
の
形
を
め
ぐ
る
交
渉

　

不
可
侵
協
定
を
議
題
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
同
意
し
た
後
、
い
か
な
る
形
で
不
可
侵
を
保
障
す
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
議
論
が
な
さ

れ
た
。
金
溶
植
は
、
米
国
の
保
障
抜
き
に
は
李
承
晩
を
納
得
さ
せ
ら
れ
な
い
と
し
た
上
で
、
不
可
侵
協
定
は
日
米
韓
三
国
の
共
同
宣
言
の

形
で
進
め
た
い
と
述
べ
た
。
対
す
る
谷
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
韓
国
と
の
間
で
宣
言
し
て
不
可
侵

を
約
束
す
る
と
の
案
を
示
し
）
50
（

た
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
二
月
四
日
、
谷
が
作
成
し
た
草
案
が
金
溶
植
に
渡
さ
れ
た
。
そ
の
草
案
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

一 　

三
国
は
、
自
国
が
関
係
す
る
い
か
な
る
国
際
紛
争
を
、
平
和
的
な
手
段
に
よ
っ
て
国
際
の
平
和
及
び
安
全
並
び
に
正
義
を
危
う
く
し
な
い
よ
う
に

解
決
し
、
か
つ
、
三
国
の
国
際
関
係
に
お
い
て
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
い
か
な
る
国
の
領
土
保
全
又
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る

も
の
も
、
ま
た
国
際
連
合
の
目
的
と
両
立
し
な
い
他
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
の
も
慎
む
こ
と
を
受
諾
す
る
。

二 　

三
国
は
極
東
地
域
に
お
け
る
生
活
水
準
の
向
上
並
び
に
経
済
発
展
及
び
社
会
福
利
の
促
進
が
こ
の
地
域
に
お
け
る
平
和
及
び
安
定
を
確
保
す
る
た

め
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、
経
済
、
社
会
及
び
文
化
の
分
野
に
お
い
て
、
協
力
を
持
続
す
る
意
志
を
宣
言
す
）
51
（
る
。
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米
国
側
に
こ
の
構
想
へ
の
異
論
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
の
二
月
二
一
日
、
日
韓
間
で
宣
言
の
具
体
的
な
内
容
を
め
ぐ
る
協
議
が
始

ま
っ
）
52
（

た
。

　

二
月
二
八
日
、
谷
の
案
に
対
し
て
、
金
溶
植
は
次
の
二
つ
の
修
正
案
を
提
示
し
た
。
修
正
案
は
、
日
韓
の
相
互
依
存
の
経
済
関
係
構
築

を
妨
げ
る
政
治
的
不
信
の
根
深
さ
を
よ
く
示
し
て
い
た
。
ま
ず
、
第
一
条
に
お
い
て
、
領
土
保
存
、
政
治
的
独
立
に
加
え
て
「
経
済
的
安

定
」
を
挿
入
し
、「
国
際
連
合
の
目
的
と
両
立
し
な
い
他
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
の
」
と
の
文
言
を
削
除
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
第
二
条
に
関
し
て
は
「
経
済
、
社
会
及
び
文
化
の
分
野
に
お
い
て
、
協
力
を
持
続
す
る
」
と
の
文
言
を
「
相
互
の
経
済
、
社
会

及
び
文
化
の
分
野
に
お
け
る
健
全
な
発
展
を
尊
重
す
る
」
に
修
正
す
る
こ
と
が
韓
国
の
要
求
で
あ
っ
）
53
（

た
。
い
ず
れ
の
修
正
も
経
済
に
関
連

し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
韓
国
側
が
修
正
を
要
求
し
た
理
由
は
、
日
本
と
の
経
済
交
流
が
日
本
に
よ
る
経
済
的
支
配
に
繫
が

る
と
懸
念
し
た
か
ら
で
あ
っ
）
54
（

た
。

　

韓
国
側
の
修
正
案
に
対
し
、
日
本
側
の
応
答
が
提
示
さ
れ
た
の
は
、
三
月
九
日
の
こ
と
で
あ
る
。
谷
は
、
第
一
条
に
お
い
て
、「
経
済

的
安
定
」
の
文
言
の
追
加
を
受
容
し
つ
つ
、
第
二
条
に
関
し
て
は
、
韓
国
案
に
あ
る
「
尊
重
す
る
」
と
い
う
文
言
の
代
わ
り
に
、
相
互
の

経
済
、
社
会
及
び
文
化
分
野
に
お
け
る
健
全
な
発
展
に
「
寄
与
す
る
た
め
に
三
国
間
に
お
け
る
友
好
的
な
協
力
を
促
進
す
る
」
と
い
う
文

言
を
提
案
し
）
55
（

た
。
経
済
主
権
に
対
す
る
韓
国
の
懸
念
に
配
慮
し
つ
つ
も
、
韓
国
と
の
経
済
交
流
の
基
盤
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
日
本
側
の

意
図
が
見
え
る
。

　

日
本
側
の
逆
提
案
を
受
け
て
、
金
溶
植
は
違
反
に
備
え
た
制
裁
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
金
溶
植
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ま
ま
で

は
、
協
定
の
拘
束
力
が
弱
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
に
よ
る
協
定
違
反
へ
の
懸
念
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
韓
国
側
の
提
案
を
受
け
て
、

谷
は
「
日
米
安
保
条
約
、
米
韓
相
互
防
衛
条
約
に
よ
り
こ
の
点
は
カ
バ
ー
さ
れ
る
」
と
述
べ
た
。
谷
は
、
日
韓
が
同
じ
同
盟
体
制
の
一
員

と
し
て
、
共
存
す
べ
き
で
あ
る
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
金
溶
植
は
一
応
納
得
し
、
そ
の
趣
旨
を
政
府
に
取
り
次
ぐ
と
答
え
）
56
（

た
。
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㈢　

合
意
議
事
録
と
日
韓
不
可
侵
協
定
交
渉
の
意
義

　

韓
国
側
の
応
答
が
提
示
さ
れ
た
の
は
、
三
月
二
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。
金
溶
植
の
取
り
次
ぎ
は
功
を
奏
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

日
本
側
の
記
録
に
よ
る
と
、
金
溶
植
は
、
第
二
条
で
日
韓
が
両
国
の
特
性
を
相
互
尊
重
す
る
旨
の
文
言
を
挿
入
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
制

裁
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
再
度
提
案
し
）
57
（
た
。
と
り
わ
け
、
韓
国
は
後
者
の
制
裁
規
定
を
重
視
し
て
い
た
。
金
溶
植
は
、
一
方
の
締
約
国
が

他
方
よ
り
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
、
米
国
が
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
当
事
国
を
援
助
す
る
旨
の
合
意
議
事
録
を
設
け
た
い
と
し
、
以
下
の
よ

う
な
草
案
を
提
示
し
）
58
（
た
。

三
国
は
第
一
条
に
対
し
て
協
定
当
事
国
の
中
の
一
国
が
目
に
余
る
違
反
（flagrant violation

）
を
し
た
場
合
…
…
そ
の
違
反
に
さ
ら
さ
れ
た
国
を
援

助
す
る
義
務
を
約
束
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

　

韓
国
は
、
協
定
に
対
す
る
米
国
の
保
障
を
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
お
け
る
も
の
よ
り
も
直
接
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
案
に
対
す
る
日
本
側
の
反
応
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
日
韓
の
不
信
状
態
を
前
面
に
掲
げ
る
同

草
案
は
、
日
米
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
）
59
（

る
。
四
月
七
日
作
成
の
共
同
宣
言
案
で
は
、
先
の
合
意
議
事
録
に
関

す
る
文
言
は
見
当
た
ら
な
）
60
（
い
。
そ
し
て
、
金
溶
植
と
谷
の
会
談
は
、
三
月
二
六
日
の
会
談
を
最
後
に
中
断
し
、
そ
れ
以
後
、
日
韓
が
不
可

侵
協
定
に
つ
い
て
再
度
交
渉
し
た
形
跡
は
な
い
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
五
五
年
四
月
に
入
り
、
韓
国
で
は
、
日
本
と
共
産
圏
諸
国
と

の
民
間
交
流
を
受
け
て
、
対
日
交
渉
に
対
す
る
懐
疑
論
が
支
配
的
に
な
り
つ
つ
、
外
交
当
局
者
間
の
交
渉
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。

た
だ
し
、
交
渉
が
継
続
し
た
と
し
て
も
、
協
定
の
締
結
に
至
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
李
承
晩
が
米
国
の
保
障
水
準
が
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
へ
の
言
及
に
止
ま
る
こ
と
に
満
足
す
る
と
は
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
政
策
と
し
て
実
行
さ
れ
な
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か
っ
た
も
の
の
、
日
韓
不
可
侵
協
定
交
渉
は
、
日
韓
が
主
権
と
安
全
の
相
互
保
障
に
よ
っ
て
、
紛
争
激
化
を
抑
制
し
、
協
力
の
糸
口
を
見

出
そ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
意
義
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四　

対
共
産
圏
政
策
を
め
ぐ
る
日
韓
の
対
立

㈠　

新
た
な
争
点
の
浮
上

―
日
本
の
対
共
産
圏
民
間
交
流

　

一
九
五
五
年
二
月
、
北
朝
鮮
の
南
一
外
相
に
よ
っ
て
日
朝
関
係
の
進
展
の
呼
び
掛
け
が
行
わ
れ
た
。
南
一
は
「
相
異
な
る
社
会
制
度
を

も
つ
す
べ
て
の
国
家
が
平
和
的
に
共
存
で
き
る
と
い
う
原
則
か
ら
出
発
し
て
、
わ
が
国
と
友
好
関
係
を
も
と
う
と
す
る
い
っ
さ
い
の
国
家

と
正
常
な
関
係
を
樹
立
す
る
用
意
を
も
っ
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
日
本
政
府
に
対
し
て
「
貿
易
、
文
化
関
係
お
よ
び
そ
の
他
の

朝
日
関
係
の
樹
立
、
発
展
に
関
す
る
諸
問
題
を
具
体
的
に
討
議
す
る
用
意
を
も
っ
て
い
る
」
と
の
声
明
を
発
表
し
た
の
で
あ
）
61
（
る
。
こ
の
声

明
に
つ
い
て
、
鳩
山
は
三
月
二
六
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、「
す
べ
て
の
国
家
民
族
と
可
能
な
か
ぎ
り
友
好
関
係
を
増
進
し
た
い
」

と
答
弁
し
、
慎
重
さ
を
維
持
し
つ
つ
も
北
朝
鮮
の
提
案
に
応
じ
る
姿
勢
を
示
し
）
62
（
た
。

　

以
後
、
日
朝
間
の
民
間
交
流
が
貿
易
関
係
を
中
心
に
芽
生
え
つ
つ
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
日
本
で
対
中
貿
易
の
延
長
線
上
で
日
朝

貿
易
が
論
議
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
国
際
貿
易
促
進
協
会
（
会
長
村
田
省
蔵
）
は
、
中
国
通
商
使
節
団
の
訪
日
を
前
に

し
て
、
日
本
経
済
界
の
対
中
貿
易
へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
で
、
そ
の
雰
囲
気
を
対
北
朝
鮮
貿
易
に
ま
で
持
ち
込
も
う
と
試
み
て
い
た
。
同

協
会
は
「
朝
鮮
部
会
」
を
設
立
し
、
日
本
政
府
に
対
し
「
中
国
通
商
使
節
団
の
日
本
訪
問
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
日
朝
貿
易
に
関
す
る
協

力
・
斡
旋
を
依
頼
す
る
」
こ
と
、
そ
し
て
「
貿
易
連
絡
交
渉
は
朝
鮮
貿
易
商
社
と
朝
鮮
部
会
が
一
元
的
に
す
る
」
方
針
を
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
）
63
（
る
。
ま
た
、
五
月
に
は
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
ア
ジ
ア
諸
国
会
議
に
お
い
て
、
日
本
平
和
委
員
会
と
北
朝
鮮
の
政
治
家
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間
で
会
談
が
行
わ
れ
た
。
日
本
側
の
参
加
者
は
民
間
人
で
あ
っ
た
も
の
の
、
日
朝
間
の
最
初
の
接
触
で
あ
っ
た
。
同
会
議
に
お
い
て
、
北

朝
鮮
代
表
団
の
朴
正
愛
は
、「
公
式
的
な
外
交
関
係
が
成
立
さ
れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
中
間
で
は
す
で
に
貿
易
関
係
が
開
始
さ

れ
て
い
る
。
北
朝
鮮
と
日
本
の
間
で
も
同
じ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
、
日
朝
貿
易
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
。
朴
正

愛
の
発
言
が
伝
わ
る
と
、
日
本
国
内
で
は
北
朝
鮮
と
の
貿
易
に
関
心
を
示
す
多
く
の
団
体
が
設
立
さ
れ
）
64
（
た
。
正
式
的
な
外
交
関
係
は
樹
立

さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
日
本
と
北
朝
鮮
を
始
め
と
す
る
共
産
主
義
諸
国
と
の
民
間
交
流
は
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

㈡　

日
本
の
共
産
圏
政
策
に
対
す
る
韓
国
の
懸
念

　

鳩
山
の
三
月
の
答
弁
に
、
韓
国
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
。
韓
国
に
と
っ
て
鳩
山
の
発
言
は
、
事
実
上
、
日
本
政
府
が
北
朝
鮮
を
政
府

と
し
て
認
定
し
た
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
日
朝
間
の
貿
易
や
人
的
交
流
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
韓
国
は
対
日
不
信
を
募

ら
せ
た
。
卞
榮
泰
外
務
部
長
官
が
述
べ
た
通
り
、
国
交
正
常
化
交
渉
が
膠
着
状
態
に
あ
る
中
で
、
日
朝
の
接
触
は
、
日
本
が
韓
国
と
の
関

係
改
善
に
対
し
て
「
誠
意
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
新
た
な
証
拠
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
）
65
（

る
。

　

以
後
、
韓
国
か
ら
鳩
山
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
に
対
す
る
懸
念
が
表
明
さ
れ
た
。
駐
日
韓
国
代
表
部
の
柳
泰
夏
参
事
官
は
、
韓
国
政
府

内
の
雰
囲
気
に
つ
い
て
、
鳩
山
政
権
の
対
北
朝
鮮
姿
勢
に
失
望
感
を
隠
せ
な
い
様
子
で
あ
る
と
中
川
融
ア
ジ
ア
局
長
に
伝
え
）
66
（
た
。
ま
た
、

国
際
貿
易
促
進
協
会
が
北
朝
鮮
と
の
貿
易
協
定
締
結
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
日
本
政
府
が
韓
国
の
立
場
を
尊
重
し
て
阻
止

し
よ
う
と
し
て
も
、
村
田
省
蔵
の
よ
う
な
財
界
有
力
者
が
働
け
ば
日
本
政
府
の
方
針
も
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
、
日
本
経
済
界

と
北
朝
鮮
と
の
民
間
貿
易
の
動
き
に
対
す
る
懸
念
を
表
明
し
）
67
（

た
。

　

ア
ジ
ア
の
反
共
指
導
者
を
自
負
し
て
い
た
李
承
晩
は
、
日
本
と
共
産
国
家
と
の
民
間
交
流
を
受
け
て
、
日
本
に
対
す
る
警
戒
心
を
一
層

強
め
た
。
李
承
晩
は
金
溶
植
と
梁
裕
粲
宛
の
書
簡
に
、「
日
本
が
共
産
陣
営
に
立
ち
、
米
国
に
対
抗
す
る
準
備
を
し
て
い
る
。
韓
国
は
、

日
ソ
、
日
中
貿
易
に
対
し
、
反
対
の
声
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
示
し
）
68
（

た
。
以
上
の
よ
う
な
韓
国
の
反
共
政
治
家
の
対
日
不
信
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は
、
当
時
の
日
韓
対
立
が
植
民
地
時
代
を
め
ぐ
る
認
識
の
相
違
だ
け
で
は
な
く
、
日
韓
の
対
共
産
圏
政
策
の
違
い
か
ら
生
じ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

韓
国
の
反
発
に
直
面
し
た
鳩
山
政
権
は
、
事
態
の
収
拾
を
迫
ら
れ
た
。
六
月
一
七
日
、
鳩
山
は
国
会
の
総
理
室
で
金
溶
植
と
会
談
し
、

「
日
本
は
北
朝
鮮
と
、
文
化
ま
た
は
貿
易
な
ど
、
い
ず
れ
も
問
わ
ず
、
一
切
関
係
を
結
ば
な
い
」
と
述
べ
、
北
朝
鮮
よ
り
も
韓
国
と
の
関

係
改
善
を
優
先
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
）
69
（

た
。
鳩
山
政
権
は
、
日
本
政
府
と
し
て
は
じ
め
て
南
北
朝
鮮
と
同
時
に
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
試
み

た
が
、
そ
の
困
難
を
実
感
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
）
70
（
る
。

　

対
共
産
圏
政
策
を
め
ぐ
る
対
立
の
余
波
は
、
日
韓
の
経
済
関
係
に
も
及
ん
で
い
た
。
朝
鮮
戦
争
を
経
て
、
米
国
は
韓
国
経
済
の
再
建
に

向
け
て
、
日
本
か
ら
必
要
物
資
及
び
消
費
財
を
輸
入
し
、
そ
れ
を
韓
国
へ
の
経
済
支
援
に
充
て
る
政
策
を
取
っ
て
い
た
。
東
ア
ジ
ア
地
域

統
合
戦
略
の
観
点
か
ら
、
日
本
を
経
済
的
に
復
興
さ
せ
つ
つ
、
日
韓
の
相
互
依
存
の
経
済
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
韓
国
か
ら
見
れ
ば
、
米
国
の
戦
略
は
、
自
国
が
目
指
し
た
脱
植
民
地
型
の
経
済
体
制
構
想
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
っ
）
71
（
た
。
李
承
晩
が
地

域
統
合
構
想
に
反
対
し
続
け
た
こ
と
に
は
、
単
に
経
済
自
立
と
い
う
新
生
独
立
国
家
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
み
な
ら
ず
、
依
存
の
相
手
で

あ
る
日
本
が
、「
容
共
」
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
た
こ
と
も
彼
の
考
え
に
は
強
く
作
用
し
て
い
た
。「
米
国
人
た
ち
は
日
本
が
信
頼

で
き
る
同
盟
国
に
な
る
時
期
が
来
る
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
す
で
に
日
本
は
、
ソ
連
、
中
国
、
北
朝
鮮
と
関
係
を
結

ぶ
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
72
（
か
」
と
い
う
李
承
晩
の
問
い
か
け
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
経
済
的
に
相
互
依
存
す
る
に
は
、

東
西
対
立
の
中
で
の
日
本
の
態
度
が
疑
わ
し
く
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。　
　

　

八
月
一
七
日
、
韓
国
は
対
日
経
済
断
交
に
踏
み
切
っ
た
。
金
東
祚
は
経
済
断
交
の
主
な
理
由
は
、
鳩
山
の
七
月
の
発
言
で
あ
っ
た
と
回

想
し
て
い
る
。「
北
朝
鮮
と
の
貿
易
が
韓
国
を
刺
激
し
な
い
の
か
」
と
い
う
記
者
か
ら
の
質
問
に
対
し
て
鳩
山
は
「
韓
国
と
北
朝
鮮
は
仲

が
よ
く
な
い
ら
し
い
」
と
し
た
上
、
対
韓
請
求
権
を
放
棄
す
る
考
え
は
な
い
と
断
言
し
た
。
韓
国
に
と
っ
て
鳩
山
の
発
言
は
南
北
の
軍
事

的
緊
張
を
皮
肉
る
の
み
な
ら
ず
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
二
つ
の
政
府
の
存
在
を
認
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
発
言
を
受
け
て
、
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李
承
晩
は
在
日
韓
国
人
の
母
国
訪
問
禁
止
、
対
日
交
易
及
び
旅
行
禁
止
を
命
じ
た
の
で
あ
）
73
（
る
。

㈢　

非
難
の
応
酬
と
対
立
の
激
化

　

対
共
産
圏
政
策
を
め
ぐ
り
激
し
さ
を
増
し
て
い
た
日
韓
対
立
は
、
李
ラ
イ
ン
問
題
に
波
及
し
た
。
発
端
は
、
日
本
政
府
高
官
の
強
硬
な

発
言
で
あ
っ
た
。
八
月
二
五
日
、
砂
田
重
政
防
衛
庁
長
官
は
、
横
須
賀
の
海
上
自
衛
隊
の
基
地
で
、
李
ラ
イ
ン
問
題
の
一
つ
の
原
因
は
日

本
の
軍
事
力
の
弱
化
で
あ
り
、「
力
に
は
力
で
対
抗
す
べ
き
」
と
述
べ
た
の
で
あ
）
74
（

る
。
砂
田
の
発
言
の
意
図
は
定
か
で
は
な
い
が
、
閣
僚

の
過
激
な
発
言
に
、
韓
国
か
ら
非
難
が
相
次
い
だ
。
李
承
晩
は
、
米
国
人
の
新
聞
記
者
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
砂
田
の
発
言
を
取

り
上
げ
、
日
本
が
韓
国
に
軍
事
的
脅
威
を
与
え
て
い
る
と
述
べ
）
75
（

た
。

　

非
難
の
応
酬
の
中
で
、
李
ラ
イ
ン
を
め
ぐ
る
緊
張
は
一
層
高
ま
っ
た
。
一
一
月
一
七
日
、
韓
国
の
合
同
参
謀
本
部
が
李
ラ
イ
ン
を
侵
犯

す
る
日
本
漁
船
に
対
す
る
発
砲
警
告
の
声
明
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
声
明
に
お
い
て
合
同
参
謀
本
部
は
、
日
本
が
米
国
の
支
援
を
受
け
つ

つ
も
、
共
産
中
国
、
ソ
連
、
北
朝
鮮
と
の
関
係
を
深
め
て
い
る
こ
と
に
深
い
遺
憾
の
意
を
表
明
し
、
そ
の
よ
う
な
動
き
は
韓
国
へ
の
再
侵

入
を
企
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
上
で
、
韓
国
の
水
域
を
保
護
し
、
自
由
陣
営
を
守
る
た
め
に
、
日
本
漁

船
と
警
備
船
が
李
ラ
イ
ン
を
侵
犯
す
る
場
合
に
は
、
発
砲
し
、
必
要
に
応
じ
て
は
沈
没
さ
せ
る
と
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
）
76
（

た
。

　

韓
国
軍
に
よ
る
発
砲
声
明
の
背
景
に
は
、
日
本
と
共
産
圏
と
の
交
流
に
対
す
る
不
信
、
そ
し
て
、
砂
田
の
強
硬
発
言
に
対
す
る
反
発
が

あ
っ
た
。
韓
国
の
孫
元
一
国
防
長
官
は
、
レ
ム
ニ
ツ
ア
ー
（Lym

an L. Lem
nitzer

）
極
東
軍
兼
国
連
軍
司
令
官
に
宛
て
た
書
簡
で
、
李
ラ

イ
ン
は
日
本
の
態
度
が
変
化
す
る
ま
で
、
日
韓
の
衝
突
を
防
止
す
る
た
め
の
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
主
張
し
、
一
一
月
一
七
日
の
声
明
に

対
す
る
韓
国
軍
部
の
立
場
を
説
明
し
た
。
孫
元
一
は
日
本
と
共
産
圏
諸
国
と
の
接
触
拡
大
に
つ
い
て
、
日
本
が
共
産
主
義
陣
営
と
の
提
携

を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
明
白
な
証
拠
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
砂
田
の
発
言
が
そ
れ
を
裏
付
け
る
と
述
べ
た
。
孫
元
一
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
、
日
本
の
対
共
産
圏
接
触
と
砂
田
発
言
を
受
け
て
、
韓
国
軍
は
「
相
変
わ
ら
ず
、
日
本
は
侵
略
的
で
あ
り
、
軍
事
力
と
状
況
が
許
せ
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ば
韓
国
を
再
支
配
し
よ
う
と
す
る
と
確
信
し
た
」
の
で
あ
っ
）
77
（
た
。
米
国
は
、
こ
う
し
た
韓
国
軍
に
よ
る
「
反
日
反
共
」
政
策
を
座
視
し
な

か
っ
た
。「
米
国
が
支
援
し
た
武
器
で
米
国
の
同
盟
国
が
攻
撃
を
受
け
る
事
態
が
起
こ
ら
な
い
」
よ
う
に
、
韓
国
の
軍
部
に
対
す
る
米
国

の
働
き
か
け
が
始
ま
っ
）
78
（
た
。

　

好
戦
的
な
声
明
に
、
日
本
は
衝
撃
を
受
け
て
い
た
。
韓
国
軍
部
の
脅
威
を
深
刻
に
受
け
止
め
た
日
本
外
務
省
は
、
同
声
明
が
韓
国
政
府

の
公
式
的
な
立
場
で
あ
れ
ば
「
日
韓
両
国
の
平
和
に
深
刻
な
危
険
を
も
た
ら
す
」
と
判
断
し
、
韓
国
の
意
図
把
握
と
情
報
収
集
に
取
り
組

ん
）
79
（
だ
。
日
本
内
で
対
韓
経
済
断
交
や
海
上
警
備
隊
に
よ
る
報
復
や
李
ラ
イ
ン
の
強
行
突
破
を
求
め
る
声
が
上
が
る
中
、
李
亭
根
合
同
参
謀

本
部
議
長
が
、
李
ラ
イ
ン
守
護
の
た
め
に
空
軍
力
も
行
使
す
る
旨
を
表
明
す
る
な
ど
、
危
機
感
は
日
増
し
に
高
ま
っ
）
80
（

た
。

　

危
機
の
最
中
で
、
日
韓
の
外
交
当
局
者
間
で
水
面
下
の
接
触
が
行
わ
れ
た
。
一
二
月
七
日
、
柳
泰
夏
は
中
川
と
の
極
秘
会
談
に
お
い
て
、

今
回
の
事
態
を
め
ぐ
る
韓
国
内
の
動
向
に
つ
い
て
重
要
な
情
報
を
提
供
し
た
。
柳
泰
夏
は
、
発
砲
声
明
に
つ
い
て
、
韓
国
の
合
同
参
謀
本

部
が
砂
田
長
官
の
武
力
対
応
発
言
に
対
抗
す
る
た
め
に
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
公
に
は
で
き
な
い
も
の
の
、
李
承
晩
は
声
明
を
事
前

に
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
と
伝
え
た
。
さ
ら
に
、
空
軍
力
使
用
の
表
明
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
漁
船
団
が
李
ラ
イ
ン
を
強
行
突
破
す
る
と
の

記
事
が
出
た
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
柳
泰
夏
は
、
砲
撃
声
明
及
び
武
力
対
応
の
発
言
は
軍
部
が

「
売
言
葉
に
買
言
葉
」
で
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
韓
国
政
府
の
本
意
で
は
な
い
旨
を
説
明
し
つ
つ
、
日
本
の
武
装
艦
船
で
漁
船
を
保
護
し

な
い
限
り
、
韓
国
側
も
砲
撃
の
措
置
を
取
る
考
え
は
な
い
と
し
、
日
本
側
も
対
応
を
自
制
す
る
よ
う
説
得
し
）
81
（
た
。

　

一
方
、
韓
国
軍
に
対
す
る
米
国
の
説
得
工
作
も
功
を
奏
し
て
い
た
。
駐
韓
米
大
使
館
は
、
強
硬
派
の
主
張
が
目
に
付
く
も
の
の
、
多
数

の
韓
国
軍
幹
部
は
軍
事
的
冒
険
が
米
国
の
政
策
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
お
り
、
米
軍
が
韓
国
軍
の
協
力
を
得
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
と
本
省
に
報
告
し
）
82
（
た
。
そ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
日
本
政
府
も
米
国
を
通
じ
て
事
態
に
関
す
る
情
報
を
聴
取
し
、
韓

国
軍
の
動
向
を
あ
る
程
度
把
握
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
井
口
貞
夫
駐
米
日
本
大
使
は
、
重
光
葵
外
務
大
臣
宛
の
電
文
で
、
米
国
は
発
砲
声

明
で
事
態
が
本
質
的
に
悪
化
し
た
と
は
考
え
ず
、
従
前
の
態
度
が
継
続
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
と
伝
え
た
。
ま
た
、
声
明
そ
の
も
の
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が
李
承
晩
の
決
裁
を
得
た
も
の
で
あ
る
か
疑
わ
し
く
、
韓
国
海
軍
に
は
出
動
す
る
意
向
は
な
く
、
装
備
も
整
っ
て
い
な
い
と
付
け
加
え
て

い
）
83
（

る
。

　

以
上
の
経
過
か
ら
、
今
回
の
危
機
は
予
期
せ
ぬ
側
面
が
多
か
っ
た
と
見
て
取
れ
る
。
韓
国
軍
の
声
明
に
対
す
る
日
本
政
府
の
対
応
か
ら

判
断
す
る
と
、
砂
田
発
言
も
日
本
政
府
の
本
意
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
個
人
の
突
出
し
た
発
言
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
）
84
（
る
。

他
方
、
韓
国
軍
の
声
明
も
李
承
晩
の
統
制
を
離
れ
た
韓
国
軍
部
の
単
独
行
動
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
軍
部
同
士
の
激
し
い
非
難
応
酬
が
通

常
の
紛
争
を
両
国
政
府
の
意
図
を
越
え
た
レ
ベ
ル
に
ま
で
悪
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
中
で
は
、
日
韓
関
係
の
改
善
は

困
難
で
あ
っ
た
。五　

終
わ
り
に

　

東
ア
ジ
ア
冷
戦
の
下
で
、
日
本
と
韓
国
は
米
国
の
同
盟
体
制
の
一
翼
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
両
国
の
関
係
改
善
は
容
易
で

な
か
っ
た
。
国
交
正
常
化
会
談
に
お
い
て
、
日
本
は
植
民
地
統
治
の
肯
定
的
な
側
面
を
指
摘
し
、
独
立
間
も
な
い
韓
国
に
国
家
資
産
の
八

割
に
当
た
る
金
額
の
請
求
権
を
要
求
し
た
。
韓
国
は
、
日
本
の
要
求
を
新
た
な
併
合
の
意
図
の
表
れ
と
捉
え
、
李
ラ
イ
ン
を
侵
犯
し
た
日

本
漁
船
を
拿
捕
し
た
。
し
か
し
、
韓
国
に
と
っ
て
の
自
己
防
衛
措
置
は
、
日
本
に
と
っ
て
自
国
民
の
安
全
の
侵
害
に
他
な
ら
ず
、
結
果
国

交
正
常
化
会
談
は
決
裂
し
、
海
上
境
界
線
は
武
装
化
さ
れ
つ
つ
、
両
国
の
対
立
は
悪
化
の
一
路
を
た
ど
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
構
想
さ

れ
た
日
韓
不
可
侵
協
定
は
、
主
権
と
安
全
の
相
互
保
障
の
下
で
、
紛
争
の
激
化
を
抑
制
し
、
協
力
の
糸
口
を
見
出
そ
う
と
し
た
試
み
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
対
共
産
圏
政
策
を
め
ぐ
っ
て
、
日
韓
は
再
び
対
立
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る
。
日
本
は
、
北
朝
鮮
を
は
じ
め
と
す
る

共
産
圏
諸
国
と
の
貿
易
や
人
的
交
流
に
寛
容
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
徹
底
的
な
反
共
を
掲
げ
た
韓
国
は
、
日
本
が
自
国
や
西
側
陣
営
全
体

を
裏
切
る
の
で
は
な
い
か
と
警
戒
し
、
経
済
断
交
措
置
を
打
ち
出
し
た
。
対
共
産
圏
政
策
を
め
ぐ
る
争
い
の
中
で
、
韓
国
軍
部
が
発
し
た
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砲
撃
声
明
は
、
日
本
政
府
高
官
の
武
力
対
応
論
へ
の
反
応
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
と
共
産
主
義
国
家
と
の
民
間
交
流
に
対
す
る
警
戒
心

の
表
れ
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
韓
国
政
府
の
本
意
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
日
本
人
に
脅
威
感
を
与
え
、
日
本
国
内
の
反
韓
感
情
を
一

層
煽
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

総
じ
て
、
五
〇
年
代
に
お
け
る
日
韓
関
係
は
、
悲
観
的
な
予
測
が
自
己
現
実
化
と
す
る
過
程
で
あ
っ
た
。
韓
国
は
過
去
の
日
本
の
行
為

に
憤
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、「
未
来
の
日
本
像
」
を
恐
れ
た
。
そ
の
悲
観
的
予
測
に
基
づ
い
て
打
ち
出
さ
れ
た
韓
国
の
反
日
政
策
は
、
日

本
側
に
「
韓
国
は
将
来
に
お
い
て
日
本
と
協
力
す
る
意
思
を
持
た
な
い
」
と
の
認
識
を
植
え
付
け
、
相
互
不
信
の
悪
循
環
を
引
き
起
こ
し

た
。
対
立
は
主
権
と
安
全
を
め
ぐ
る
争
い
の
様
相
を
呈
す
る
に
至
り
、
そ
の
よ
う
な
争
い
の
中
、
紛
争
が
意
図
を
越
え
て
悪
化
し
た
た
め
、

両
国
の
関
係
改
善
は
行
き
詰
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）  

이
원
덕
﹇
李
元
徳
﹈『
한
일 

과
거
사 
처
리
의 

원
점

―
일
본
의 

전
후
처
리 

외
교
와 

한
일
회
담
』﹇
韓
日
過
去
史
処
理
の
原
点

―
日
本
の

戦
後
処
理
外
交
と
韓
日
会
談
﹈（
서
울
대
학
교
출
판
부
﹇
ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部
﹈、
一
九
九
六
年
）。
박
진
희
﹇
朴
鎮
希
﹈『
한
일
회
담

―
제
1
공

화
국
의 

對
日
정
책
과 

한
일
회
담 

전
개
과
정
』﹇
韓
日
会
談

―
第
一
共
和
国
の
対
日
政
策
と
韓
日
会
談
展
開
過
程
﹈（
선
인
﹇
先
人
﹈、
二
〇
〇

八
年
）。
장
박
진
﹇
張
博
珍
﹈『
식
민
지 

관
계 
청
산
은 
왜 

이
루
어
질 

수 

없
었
는
가

―
한
일
회
담 

이
라
는 

역
설
』﹇
植
民
地
関
係
精
算
は

な
ぜ
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か

―
韓
日
会
談
と
い
う
逆
説
﹈（
논
형
﹇
ノ
ン
ヒ
ョ
ン
﹈、
二
〇
〇
九
年
）
六
章
。
高
崎
宗
司
『
検
証
日
韓
会

談
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）。

（
2
）  

李
鐘
元
『
東
ア
ジ
ア
冷
戦
と
韓
米
日
関
係
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）。
최
희
식
﹇
崔
喜
植
﹈「
이
승
만 

정
부 

시
기
의 

한
일
관
계

―
한
미
일 

냉
전
전
략
의 

불
협
화
음
과 

한
일
관
계
의 

정
체
」﹇
李
承
晩
政
府
時
期
の
韓
日
関
係

―
韓
米
日
冷
戦
戦
略
の
不
協
和
音
と
韓
日

関
係
の
停
滞
﹈『
세
계
지
역
연
구
논
총
』﹇
世
界
地
域
研
究
論
叢
﹈
第
二
七
集
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）。

（
3
）  

韓
国
側
の
漁
船
拿
捕
を
始
め
と
す
る
暴
力
的
な
対
応
に
つ
い
て
、
日
韓
会
談
研
究
は
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
第
一
に
、
漁
業
問

題
の
波
及
で
あ
る
。
日
韓
漁
業
協
定
の
締
結
以
前
、
韓
国
は
、
武
力
を
も
っ
て
日
本
漁
船
を
阻
止
す
る
こ
と
で
、
日
本
漁
船
に
よ
る
乱
獲
を
防
止

し
漁
業
資
源
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
韓
国
漁
民
の
漁
業
活
動
の
た
め
に
、
広
い
水
域
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
第
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二
に
、
交
渉
材
料
の
確
保
で
あ
る
。
日
本
が
国
交
正
常
化
に
消
極
的
で
あ
っ
た
た
め
、
韓
国
は
日
本
漁
船
を
拿
捕
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
を
交

渉
の
場
に
引
き
出
そ
う
と
し
た
と
の
議
論
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
歴
史
認
識
へ
の
激
怒
の
感
情
が
噴
出
し
た
結
果
で
あ
る
と
論
じ
る
研
究
も
あ

る
。
李
庭
植
（
小
此
木
政
夫
、
吉
田
博
司
訳
）『
戦
後
日
韓
関
係
史
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
九
年
）
二
章
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
で
は
、

当
時
の
日
韓
対
立
の
プ
ロ
セ
ス
に
説
明
の
付
か
な
い
部
分
が
多
く
残
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
4
）  
李
承
晩
ラ
イ
ン
は
、
一
般
に
韓
国
で
は
「
平
和
線
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
韓
国
政
府
が
用
い
る
用
語
と
漁
業
問
題
に
関
す
る
日

米
の
間
で
使
用
さ
れ
る
用
語
を
、
両
方
と
も
に
「
李
ラ
イ
ン
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
脚
注
に
お
け
る
韓
国
外
交
文
書
、
資
料
集

の
文
書
題
目
は
原
本
の
表
記
に
よ
っ
て
は
、
李
承
晩
ラ
イ
ン
及
び
平
和
線
と
表
記
す
る
場
合
も
あ
る
。

（
5
）  

李
承
晩
の
反
日
は
、
日
本
の
過
去
の
行
為
に
対
す
る
怒
り
の
表
れ
と
し
て
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
本
稿
の
論
理
は
、
李
承
晩
が
過
去
を
振
り

返
り
つ
つ
も
、
現
在
の
日
韓
関
係
を
分
析
し
、
未
来
を
予
測
し
た
上
、
対
日
政
策
を
取
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
李
承
晩
の
政
治
顧
問
で
あ
る
オ

リ
バ
ー
（Robert T. O

liver

）
は
、
李
承
晩
は
、
韓
国
財
産
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
合
法
的
に
日
本
の
所
有
で
あ
る
と
い
う
日
本
外
務
省
の
立
場
、

中
国
と
北
朝
鮮
と
の
通
商
、
外
交
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
日
本
の
継
続
的
な
試
み
を
懸
念
し
て
い
た
と
回
想
し
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
李
承
晩
を
非
難
す
る
人
々
は
、
過
去
に
お
い
て
、
李
承
晩
個
人
が
日
本
か
ら
受
け
た
虐
待
や
韓
国
の
苦
難
の
歴
史
の
た
め
、
彼
が
『
反
日
』
に

な
っ
て
い
る
と
責
め
て
い
た
。
実
際
は
、
李
承
晩
は
現
在
の
傾
向
と
未
来
の
可
能
性
に
つ
い
て
よ
り
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
」。Robert 

T. O
liver, Syngm

an Rhee and A
m
erican Involvem

ent in Korea, 1942 -1960: A
 Personal N

arrative （Seoul: Panm
un Book Com

-
pany, 1978

）, p. 462.

（
6
）  

吉
田
首
相
は
日
韓
国
交
正
常
化
が
難
航
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
こ
れ
に
は
韓
国
側
の
態
度
に
少
な
か
ら
ず
関
係

が
あ
る
。
李
承
晩
初
代
大
統
領
の
反
日
政
策
は
、
日
本
国
民
に
不
快
の
念
を
抱
か
し
め
、
そ
の
た
め
韓
国
に
対
す
る
国
民
感
情
に
は
、
今
日
な
お

浅
か
ら
ぬ
傷
痕
が
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。（
中
略
）
李
承
晩
時
代
の
よ
う
に
、
日
本
の
韓
国
統
治
が
朝
鮮
国
民
に
苦
痛
だ
け
を
与
え
た
と
い

う
の
は
事
実
に
反
す
る
こ
と
甚
だ
し
い
。
む
し
ろ
、
日
本
が
韓
国
の
経
済
成
長
と
民
生
向
上
と
に
致
し
た
寄
与
は
、
公
正
に
こ
れ
を
評
価
す
べ
き

で
あ
ろ
う
」。
吉
田
茂
『
世
界
と
日
本
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
）
一
四
八
頁
。
吉
田
の
言
葉
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
植
民
地
時
代
に
対
す

る
日
本
の
肯
定
的
な
評
価
は
単
に
解
釈
の
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
独
立
後
の
韓
国
の
主
権
に
対
す
る
攻
撃
的
な
意
図
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
韓

国
は
、
日
本
の
実
体
で
は
な
く
、
自
ら
の
悲
観
的
な
予
測
に
基
づ
い
て
日
本
の
意
図
を
図
り
、
対
抗
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
反

発
す
る
日
本
の
姿
を
前
に
、
韓
国
は
自
ら
の
予
測
に
確
信
を
深
め
た
の
で
あ
る
。
反
面
、
吉
田
の
回
想
は
、
当
時
の
韓
国
が
対
日
関
係
の
改
善
の

必
要
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、
日
本
の
歴
史
認
識
と
請
求
権
の
主
張
に
対
し
て
脅
威
認
識
を
抱
い
た
こ
と
を
日
本
側
は
認
識
せ
ず
、
韓
国
の
対
日
行
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動
を
単
に
反
日
主
義
の
表
れ
と
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
7
）  

五
〇
年
代
の
日
韓
対
立
を
主
権
と
安
全
を
め
ぐ
る
争
い
と
し
て
捉
え
る
本
稿
の
分
析
視
角
に
は
異
論
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
強
調
さ
れ
る
べ
き

は
、
五
〇
年
代
に
お
い
て
は
日
韓
と
も
に
、
主
権
と
安
全
の
剝
奪
を
意
味
す
る
植
民
地
時
代
か
ら
日
が
浅
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
韓

国
は
同
じ
同
盟
体
制
の
共
有
者
と
し
て
日
本
と
の
提
携
を
模
索
し
つ
つ
も
、
日
本
の
意
図
に
対
す
る
悲
観
的
な
未
来
の
可
能
性
を
排
除
し
て
い
な

か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
日
本
の
再
軍
備
に
対
す
る
軍
事
的
均
衡
の
模
索
、
日
本
に
対
す
る
安
全
保
障
の
要
求
な
ど
、
韓
国
が
日
本
に
よ
る
主
権
と

安
全
の
侵
害
可
能
性
を
排
除
せ
ず
に
日
本
と
の
関
係
改
善
を
進
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
植
民
地
時
代
へ
の
認
識
と
対
共
産
圏
政
策
の
相

違
に
よ
っ
て
、
悲
観
的
予
測
が
自
己
現
実
化
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
8
）  

日
韓
の
間
で
こ
う
し
た
交
渉
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
こ
そ
、
五
〇
年
代
の
日
韓
対
立
に
対
す
る
本
稿
の
視
角
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

（
9
）  Sung-hw

a Cheong, The Politics of A
nti-Japanese Sentim

ent in Korea: Japanese-South Korea Relations under A
m
erican  

O
ccupation, 1942 -1952 （N

ew
 York: G

reenw
ood Press, 1991

）, p. 104.

（
10
）  M

em
orandum

 of Conversation, by the Secretary of State, Korean-Japanese N
egotiations for a Treaty of Friendship, April 

29, 1952, no. 565, Foreign Relations of the U
nited States （

以
下
、FRU

S

）, 1952 -1954, vol. 14, part 2, China and Japan （W
ash-

ington D
.C.: U

.S G
overnm

ent Printing O
ffice, 1985

）, pp. 1259 -1260.

（
11
）  

予
備
会
談
に
お
け
る
日
本
の
対
韓
請
求
権
の
主
張
を
受
け
て
、
韓
国
の
交
渉
団
が
外
務
部
に
開
陳
し
た
意
見
で
あ
る
。「
제
6
차
、1951.11. 

8

」﹇
第
六
次
、
一
九
五
一
・
一
一
・
八
﹈
大
韓
民
国
外
務
部
外
交
文
書
登
録
番
号
七
七
『
한
일
회
담 

예
비
회
담 

（1951.10.20 -12.4

） 

본
회

의 

회
의
록
、
제1 -10

차
、1951

』﹇
韓
日
会
談
予
備
会
談
（
一
九
五
一
・
一
〇
・
二
〇
―
一
二
・
四
）
本
会
議
会
議
録
、
第
一
―
一
〇
次
、
一

九
五
一
﹈
一
八
九
頁
。
日
本
が
韓
国
の
反
発
を
予
想
し
つ
つ
も
、
対
韓
請
求
権
を
主
張
し
た
の
は
、
韓
国
の
請
求
権
主
張
に
対
し
て
交
渉
手
段
を

確
保
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
韓
国
が
日
本
に
請
求
権
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
側
も
在
韓
日
本
人
財
産
に
対
す
る
権
利
を
持
つ
と
言
い
返
す
こ

と
に
よ
り
、
韓
国
の
要
求
に
抵
抗
し
、
そ
の
金
額
を
下
げ
さ
せ
る
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
연
합
뉴
스
』﹇
聯
合
ニ
ュ
ー
ス
﹈
二
〇
一
三
年
四

月
八
日
。

（
12
）  

남
기
정
﹇
南
基
正
﹈「
韓
国
民
族
主
義
の
展
開
と
日
韓
関
係
」『
일
본
연
구
논
총
』﹇
日
本
研
究
論
叢
﹈
第
二
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
二
三
頁
。

（
13
）  

金
東
祚
（
林
健
彦
訳
）『
韓
日
の
和
解

―
日
韓
交
渉
一
四
年
の
記
録
』（
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
四
〇
―
四
一
頁
。

（
14
）  

森
田
芳
夫
「
日
韓
関
係
」
吉
澤
清
次
郎
監
修
『
日
本
外
交
史
二
八

―
講
和
後
の
外
交
（
Ⅰ
）
対
列
国
関
係
（
上
）』（
鹿
島
平
和
研
究
所
、
一
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九
七
三
年
）
五
二
頁
。

（
15
）  The Am

bassador in Japan 

（M
urphy

） to the D
epartm

ent of State, O
ctober 23, 1952, no. 607, FRU

S, 1952 -1954, vol. 14, 
part 2, p. 1345.

（
16
）  
「
李
承
晩
大
統
領
訪
日
に
関
す
る
件
」（
一
九
五
三
年
一
月
九
日
）
浅
野
豊
美
、
吉
澤
文
寿
、
李
東
俊
編
『
日
韓
国
交
正
常
化
問
題
資
料
第
一
期

第
二
巻
』（
現
代
史
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
一
三
三
―
一
三
四
頁
。
以
下
『
資
料
第
一
期
第
二
巻
』
と
略
す
。

（
17
）  
중
앙
일
보
편
﹇
中
央
日
報
編
﹈『
남
기
고 

싶
은 

이
야
기
들
（
2
）

―
경
무
대 

사
계
』﹇
残
し
た
い
話
（
二
）

―
景
武
臺
四
季
﹈（
중
앙
일

보
사
﹇
中
央
日
報
社
﹈、
一
九
七
三
年
）
二
七
八
―
二
七
九
頁
。

（
18
）  The Am

bassador in Japan （M
urphy

） to the D
epartm

ent of State, January 7, 1953, no. 624, FRU
S, 1952 -1954, vol. 14, part 

2, p. 1375.

（
19
）  

中
央
日
報
『
残
し
た
い
話
（
二
）』
二
七
九
頁
。

（
20
）  

「
李
承
晩 

대
통
령
、
요
시
다 
수
상
은 

회
담
에
서 

둔
감
한 

태
도
를 

보
였
다
고 

언
급
」﹇
李
承
晩
大
統
領
、
会
談
で
吉
田
首
相
の
反
応
は
鈍

か
っ
た
と
言
及
﹈（
一
九
五
三
年
一
月
八
日
）
국
사
편
찬
위
원
회
﹇
国
史
編
纂
委
員
会
﹈『
한
일
회
담 

관
계 

미 

국
무
부 

문
서1 （1952 -1955

）

―
주
한
・
주
일 

미
국
대
사
관 
문
서
철
』﹇
韓
日
会
談
関
係
米
国
務
部
文
書
一
（
一
九
五
二
―
一
九
五
五
）

―
駐
韓
・
駐
日
米
国
大
使
館
文

書
綴
じ
﹈（
국
사
편
찬
위
원
회
﹇
国
史
編
纂
委
員
会
﹈、
二
〇
〇
七
年
）
四
〇
頁
。
こ
の
資
料
集
は
、
米
国
の
国
務
省
の
文
書
の
原
本
を
そ
の
ま
ま

掲
載
し
、
韓
国
語
で
文
書
の
題
目
を
付
け
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
韓
国
で
は
国
務
省
を
国
務
部
と
表
記
す
る
た
め
、
資
料
集
の
題
目
に
は
韓

国
語
の
表
記
に
従
っ
て
訳
し
た
。
以
下
か
ら
日
本
語
の
表
記
に
従
っ
て
、
資
料
集
の
題
目
は
『
国
務
省
文
書
一
』
と
略
す
。

（
21
）  FRU

S, 1952 -1954, vol. 14, part 2, p. 1375.

（
22
）  

「
머
피 

주
일
미
국
대
사
와 

요
시
다
（
吉
田
茂
）
수
상
、
한
일
관
계 

협
의
」﹇
マ
ー
フ
ィ
ー
駐
日
米
国
大
使
と
吉
田
首
相
、
韓
日
問
題
協
議
﹈

（
一
九
五
三
年
一
月
二
一
日
）『
国
務
省
文
書
一
』
五
七
頁
。

（
23
）  

同
上
。

（
24
）  M
em
orandum

 by the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs 

（Robertson

） to the Secretary of State, The Situa-
tion in the Far East w

ith Particular Reference to Japan and Korea, July 30, 1953, no. 665, FRU
S, 1952 -1954, vol. 14, part 2, 

pp. 1464 -1465.

（
25
）  M

em
orandum

 of Conversation, by the D
irector of the O

ffice of N
ortheast Asian Affairs 

（Young

）, First M
eeting Betw

een 
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President Rhee and Secretary D
ulles, August 5, 1953, FRU

S, 1952 -1954, vol. 15, part 2, Korea, p. 1473.

（
26
）  

い
わ
ゆ
る
「
久
保
田
発
言
」
で
あ
る
。「
구
보
타
（
久
保
田
貫
一
郎
）
발
언
으
로 

한
일
협
상 

결
렬
」﹇
久
保
田
発
言
で
韓
日
協
商
決
裂
﹈（
一

九
五
三
年
一
〇
月
二
一
日
）『
国
務
省
文
書
一
』
一
五
一
頁
。

（
27
）  
「
제
4
차
、1953. 10. 21

」﹇
第
四
次
、
一
九
五
三
・
一
〇
・
二
一
﹈
大
韓
民
国
外
務
部
外
交
文
書
登
録
番
号
九
五
『
제
3
차 

한
일
회
담 （1953. 

10. 6 -21

）
본
회
의 

회
의
록 

및 

1
―
3
차 

한
일
회
담 

결
렬
경
위
、1953. 10 -12

』﹇
第
三
次
韓
日
会
談
（
一
九
五
三
・
一
〇
・
六
―
二
一
）

本
会
議
会
会
議
及
び
一
―
三
次
韓
日
会
談
決
裂
経
緯
、
一
九
五
三
・
一
〇
―
一
二
』
一
三
〇
〇
頁
。

（
28
）  

「
제
1
차
、1953. 10. 6

」﹇
第
一
次
、
一
九
五
三
・
一
〇
・
六
﹈、
同
上
文
書
綴
じ
、
一
二
五
三
頁
。

（
29
）  

「
제
4
차
、1953. 10. 21

」﹇
第
四
次
、
一
九
五
三
・
一
〇
・
二
一
﹈、
同
上
文
書
綴
じ
、
一
三
〇
一
頁
。

（
30
）  

「
주
일
한
국
대
표
부
、
한
일
회
담 

결
렬
에 

관
한 

일
본 

외
무
성 

성
명
에 

대
해 

반
박 

성
명  

발
표
」﹇
駐
日
韓
国
代
表
部
、
韓
日
会
談
決
裂

に
関
す
る
日
本
外
務
省
声
明
に
対
す
る
反
駁
声
明
発
表
﹈（
一
九
五
三
年
一
〇
月
二
三
日
）『
国
務
省
文
書
一
』
一
五
九
頁
。

（
31
）  

「
李
承
晩 

대
통
령
、
일
본
의 

對
韓
요
구
는 

악
의
의 

표
시
라
고 

강
조
」﹇
李
承
晩
大
統
領
、
日
本
の
対
韓
要
求
は
悪
意
の
記
し
で
あ
る
と
強

調
﹈（
一
九
五
三
年
一
〇
月
二
一
日
）『
国
務
省
文
書
一
』
一
五
三
頁
。

（
32
）  

李
ラ
イ
ン
侵
犯
を
理
由
に
、
拿
捕
さ
れ
た
日
本
漁
船
及
び
乗
組
員
は
、
五
二
年
の
一
〇
隻
、
一
三
二
人
か
ら
五
三
年
に
は
四
七
隻
、
五
八
五
人

に
急
激
に
増
加
し
た
。
森
田
「
日
韓
関
係
」
五
六
頁
。

（
33
）  

「
日
韓
会
談
決
裂
前
後
対
策
」（
一
九
五
三
年
一
〇
月
二
六
日
）
浅
野
豊
美
、
吉
澤
文
寿
、
李
東
俊
編
『
日
韓
国
交
正
常
化
問
題
資
料
第
一
期
第

一
巻
』（
現
代
史
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
三
二
六
頁
。

（
34
）  

「
요
시
다
（
吉
田
茂
）
수
상
、
일
본
인 

어
부 

나
포
문
제
에 

대
한 

강
경 

대
응
책 

구
상
」﹇
吉
田
首
相
、
日
本
人
漁
夫
拿
捕
問
題
に
対
す
る
強

硬
対
応
策
を
構
想
﹈（
一
九
五
三
年
一
〇
月
三
〇
日
）『
国
務
省
文
書
一
』、
二
一
一
頁
。

（
35
）  

「
주
일
미
국
대
사
의 

한
일
회
담 

교
착
에 

대
한 

분
석
」﹇
駐
日
米
国
大
使
の
韓
日
会
談
膠
着
に
対
す
る
分
析
﹈（
一
九
五
三
年
一
一
月
一
八

日
）『
国
務
省
文
書
』
二
七
八
―
二
七
九
頁
。

（
36
）  

大
嶽
秀
夫
『
二
つ
の
戦
後
・
ド
イ
ツ
と
日
本
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
二
年
）
一
四
六
頁
。

（
37
）  

「
일
본 

대
표
의 

태
도
문
제
로 

3
차 

한
일
회
담 

결
렬
」﹇
日
本
代
表
の
態
度
問
題
で
三
次
韓
日
会
談
決
裂
﹈（
一
九
五
三
年
一
〇
月
二
九
日
）

『
国
務
省
文
書
一
』
一
九
六
頁
。

（
38
）  

「
李
承
晩
대
통
령
과 

한
일
문
제 

협
의
」﹇
李
承
晩
大
統
領
と
韓
日
問
題
協
議
﹈（
一
九
五
三
年
一
一
月
一
八
日
）『
国
務
省
文
書
一
』
二
七
三
頁
。
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（
39
）  

「
기
존
의 

對
日
방
침
을 

재
확
인
한 

李
承
晩
대
통
령
의 

편
지
」﹇
既
存
の
対
日
方
針
を
再
確
認
し
た
李
承
晩
大
統
領
の
手
紙
﹈（
一
九
五
三
年

一
一
月
二
六
日
）『
国
務
省
文
書
一
』
三
〇
六
頁
。
こ
の
後
、
韓
国
は
久
保
田
発
言
の
撤
回
、
対
韓
請
求
権
の
放
棄
と
共
に
、
李
ラ
イ
ン
の
承
認

を
国
交
正
常
化
の
前
提
条
件
と
し
て
日
本
に
要
求
し
た
。
李
ラ
イ
ン
宣
言
の
際
に
日
本
と
の
交
渉
の
余
地
を
残
し
て
い
た
点
に
鑑
み
れ
ば
、
明
ら

か
な
方
針
転
換
で
あ
っ
た
。
韓
国
は
李
ラ
イ
ン
の
既
成
事
実
化
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

（
40
）  
「
미 

국
무
장
관
이 

李
承
晩
대
통
령
에
게 

보
낸 

친
서
내
용
」﹇
米
国
務
長
官
が
李
承
晩
大
統
領
へ
送
っ
た
親
書
の
内
容
﹈（
一
九
五
三
年
一
二

月
四
日
）『
国
務
省
文
書
一
』
三
三
〇
頁
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
五
条
（
ａ
）（
Ⅱ
）
項
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。「
そ
の
国
際
関
係

に
お
い
て
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
い
か
な
る
国
の
領
土
安
全
又
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
も
の
も
、
ま
た
、
国
際
連
合
の
目

的
と
両
立
し
な
い
他
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
の
も
慎
む
こ
と
」。
細
谷
千
博
ほ
か
編
『
日
米
関
係
資
料
集

―
一
九
四
五
―
一
九
九
七
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
一
一
三
頁
。

（
41
）  The Secretary of D

efense （W
ilson

） to the Secretary of State, O
ctober 30, 1953, no. 711, FRU

S, 1952 -1954, vol. 14, part 2, 
pp. 1546 -1548. 

朝
鮮
戦
争
の
勃
発
直
後
、
韓
国
政
府
は
国
連
軍
に
よ
る
円
滑
な
指
揮
統
制
及
び
作
戦
遂
行
の
た
め
に
、
韓
国
の
陸
海
空
軍
の

作
戦
統
帥
権
を
国
連
軍
指
揮
官
に
移
譲
し
た
。

（
42
）  The Secretary of State to the Secretary of D

efense （W
ilson

）, N
ovem

ber 19, 1953, no. 717, FRU
S, 1952 -1954, vol. 14, part 

2, p. 1554.

（
43
）  

李
鐘
元
『
東
ア
ジ
ア
冷
戦
と
韓
米
日
関
係
』
八
〇
頁
か
ら
再
引
用
。
李
鐘
元
が
引
用
し
た
文
書
は
、M

em
orandum

 of Conversation, 
Buildup of Korean Air and N

aval Forces, D
ecem

ber 2, 1953, RG
59, Lot File 55D

388, box 6, N
A.

（
44
）  U

.S. Sum
m
ary M

inutes of the Third M
eeting of U

nited States-Republic of Korea Talks, W
ashington, July 29, 1954, no. 781, 

FRU
S, 1952 -1954, vol. 14, part 2, p. 1688.

（
45
）  U

nited States Sum
m
ary M

inutes of M
eeting, N

ovem
ber 9, 1954, no. 827, FRU

S, 1952 -1954, vol. 14, part 2, p. 1783.

（
46
）  The President of the Republic of Korea 

（Rhee

） to the President Eisenhow
er, D

ecem
ber 29, 1954, FRU

S, 1952 -1954, vol. 
15, part 2, pp. 1939 -1940.

（
47
）  Ibid.

（
48
）  Letter From

 President Eisenhow
er to President Rhee, January 31, 1955, no. 8, FRU

S, 1955 -1957, vol. 23, part 2, Korea,  
p. 12. 

日
韓
間
の
不
可
侵
を
保
障
す
る
合
意
に
関
し
て
、
米
国
の
文
書
で
は
、「
不
可
侵
条
約
」
で
、
日
本
の
文
書
で
は
主
に
「
不
可
侵
協
定
」
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と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
本
文
で
は
、
混
同
を
防
ぐ
た
め
に
、
日
韓
の
不
可
侵
に
関
す
る
日
米
韓
で
使
用
さ
れ
る
用
語
を
「
不
可
侵
協
定
」
と
表
記

す
る
。
た
だ
し
、
注
に
お
け
る
資
料
集
の
文
書
題
目
は
原
本
表
記
に
よ
っ
て
は
、
条
約
と
表
記
す
る
場
合
も
あ
る
。

（
49
）  

「
谷
大
使
・
金
公
使　

会
談
の
件
（
第
一
回
）」（
一
九
五
五
年
一
月
二
九
日
）
浅
野
豊
美
、
吉
澤
文
寿
、
李
東
俊
編
『
日
韓
国
交
正
常
化
問
題

資
料
第
二
期
第
一
巻
』（
現
代
史
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
一
五
―
一
七
頁
。
以
下
『
資
料
第
二
期
第
一
巻
』
と
略
す
。

（
50
）  
「
金
溶
植 

주
일
공
사
、
미
국
이 

보
장
해
주
는 

한
일
간 

불
가
침
조
약 

체
결
제
의
」﹇
金
溶
植
駐
日
公
使
、
米
国
が
保
障
す
る
韓
日
間
の
不
可

侵
条
約
の
締
結
提
議
﹈（
一
九
五
五
年
二
月
二
日
）
국
사
편
찬
위
원
회
﹇
国
史
編
纂
委
員
会
﹈『
한
일
회
담 

관
계 

미 

국
무
부 

문
서
2
（1952-

1955

）

―
주
한
・
주
일 

미
국
대
사
관 

문
서
철
』﹇
韓
日
会
談
関
係
米
国
務
部
文
書
二
（
一
九
五
二
―
一
九
五
五
）

―
駐
韓
・
駐
日
米
国
大

使
館
文
書
綴
﹈（
국
사
편
찬
위
원
회
〔
国
史
編
纂
委
員
会
）、
二
〇
〇
七
年
〕
四
九
一
―
四
九
二
頁
。
以
下
か
ら
注
（
20
）
と
同
一
な
方
法
で
表
記

す
る
。

（
51
）  

「
谷
大
使
・
金
公
使
会
談
（
第
三
回
）」（
一
九
五
五
年
二
月
四
日
）『
資
料
第
二
期
第
一
巻
』
一
九
―
二
一
頁
。
第
一
条
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
平
和
条
約
の
五
条
（
ａ
）（
Ⅰ
）
項
と
（
Ⅱ
）
項
を
組
み
合
わ
せ
た
文
言
で
あ
る
。
細
谷
『
日
米
関
係
資
料
集
』
一
一
三
頁
。

（
52
）  

「
日
韓
会
談
の
経
緯
（
そ
の
二
）（
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
―
三
十
年
十
月
）」（
一
九
五
五
年
一
〇
月
一
五
日
）『
資
料
第
二
期
第
一
巻
』
五
五
― 

五
六
頁
。

（
53
）  

「
谷
大
使
・
金
公
使
会
談
（
第
五
回
）」（
一
九
五
五
年
二
月
二
八
日
）『
資
料
第
二
期
第
一
巻
』
二
五
―
二
六
頁
。

（
54
）  

金
溶
植
の
修
正
案
に
対
す
る
日
本
外
務
省
の
見
解
で
あ
る
。「
日
米
韓
三
国
共
同
宣
言
案
に
関
す
る
件
（
第
一
七
三
号
）」（
一
九
五
五
年
二
月

二
八
日
）
浅
野
豊
美
、
吉
澤
文
寿
、
李
東
俊
編
『
日
韓
国
交
正
常
化
問
題
資
料
第
二
期
第
二
巻
』（
現
代
史
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
一
二
四
頁
。

以
下
『
資
料
第
二
期
第
二
巻
』
と
略
す
。

（
55
）  

ま
た
、
日
本
側
は
第
一
条
で
国
連
関
連
の
記
述
を
再
挿
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。「
谷
大
使
・
金
公
使
会
談
（
第
六
回
）」（
一
九
五
五
年
三

月
九
日
）『
資
料
第
二
期
第
一
巻
』
二
九
頁
。

（
56
）  

同
上
。

（
57
）  

「
谷
大
使
・
金
公
使
会
談
（
第
七
回
）」（
一
九
五
五
年
三
月
二
六
日
）『
資
料
第
二
期
第
一
巻
』
三
一
頁
。

（
58
）  

同
上
。

（
59
）  

ハ
ル
（John E. H

ull

）
米
極
東
軍
司
令
官
は
、
不
可
侵
協
定
に
つ
い
て
日
韓
間
の
不
信
感
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
の
理
由
か
ら
反
対
し
つ
つ
も
、

も
し
米
国
が
関
与
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
連
憲
章
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
、
日
米
同
盟
、
米
韓
同
盟
の
文
脈
で
保
障
す
る
こ
と
を
提
言
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し
た
。「
미
국
、
한
국
이 

미
국
의 

보
장
을 

요
구
한 

한
일
불
가
침
조
약 

필
요
성 

부
인
」﹇
米
国
、
韓
国
が
米
国
の
保
障
を
要
求
し
た
韓
日
不
可

侵
条
約
の
必
要
性
否
定
﹈（
一
九
五
五
年
二
月
四
日
）『
国
務
省
文
書
二
』
四
九
三
―
四
九
四
頁
。

（
60
）  

他
方
、「
両
国
の
特
性
を
相
互
尊
重
し
な
が
ら
」
と
の
文
言
が
、
二
条
の
末
尾
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。「
日
米
韓
三
国
共
同
宣
言
（
英
文
）」（
一

九
五
五
年
四
月
七
日
）『
資
料
第
二
期
第
一
巻
』
三
二
頁
。

（
61
）  
小
此
木
政
夫
編
著
『
北
朝
鮮
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
講
談
社
、
一
九
九
七
年
）
四
〇
七
―
四
〇
八
頁
。

（
62
）  
金
東
祚
『
韓
日
の
和
解
』
一
〇
九
頁
。

（
63
）  

朴
正
鎮
『
日
朝
冷
戦
構
造
の
誕
生
一
九
四
五
―
一
九
六
五

―
封
印
さ
れ
た
外
交
史
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
）
一
八
五
頁
。

（
64
）  Kiw

on Chung, 
“Japanese-N

orth Korean Relations Today,

” Asian Survey, vol. 4, no. 4 （April 1964

）, pp. 791 -792.

（
65
）  

「
卞
榮
泰 

외
무
장
관
、
하
토
야
마
（
鳩
山
一
郎
）
수
상
의 

발
언
은 

북
한 

반
군
체
제
를 

인
정
한 

것
이
라
고 

비
판
」﹇
卞
榮
泰
外
務
長
官
、

鳩
山
首
相
の
発
言
は
、
北
朝
鮮
非
合
法
武
装
体
制
を
認
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
非
難
﹈（
一
九
五
五
年
四
月
六
日
）『
国
務
省
文
書
二
』
五
三
三
頁
。

（
66
）  

「
柳
参
事
官
と
の
会
談
の
件
」（
一
九
五
五
年
六
月
二
日
）『
資
料
第
二
期
第
一
巻
』、
三
六
頁
。
柳
泰
夏
は
駐
日
韓
国
代
表
部
の
参
事
官
時
代
か

ら
日
本
の
政
治
家
、
官
僚
に
対
す
る
ロ
ビ
ー
活
動
の
成
果
を
韓
国
の
外
務
部
を
経
ず
、
李
承
晩
に
直
接
報
告
し
て
い
た
。
李
承
晩
の
厚
い
信
頼
の

下
、
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
李
承
晩
政
権
の
終
焉
ま
で
、
日
韓
関
係
の
黒
幕
と
し
て
強
い
影
響
力
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
る
。
朴
鎮
希
『
韓
日
会

談
』
三
四
八
―
三
五
〇
頁
。

（
67
）  

「
柳
参
事
官
と
の
会
談
の
件
」（
一
九
五
五
年
六
月
七
日
）『
資
料
第
二
期
第
一
巻
』
三
七
頁
。

（
68
）  M

em
orandum

 from
 the D

irector of the O
ffice of N

ortheast Asian Affairs （M
cClurkin

） to the Assistant Secretary of State for 
Far Eastern Affairs 

（Robertson

）, Instruction from
 President Rhee to Am

bassador Yang in W
ashington and M

inister Kim
 in 

Tokyo, June 1, 1955, no. 55, FRU
S, 1955 -1957, vol. 23, part 2, p. 108.

（
69
）  

金
東
祚
『
韓
日
の
和
解
』
一
一
〇
頁
。

（
70
）  

辛
貞
和
『
日
本
の
北
朝
鮮
政
策
（
一
九
四
五
―
一
九
九
二
年
）

―
国
内
政
治
力
学
の
観
点
か
ら
』（
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博

士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
八
―
三
九
頁
。

（
71
）  

崔
喜
植
「
李
承
晩
政
府
時
期
の
韓
日
関
係
」
一
四
一
頁
。

（
72
）  Letter from

 President Rhee to the Assistant Secretary of State for Eastern Affairs 

（Robertson

）, August 1, 1955, no. 68, 
FRU

S, 1955 -1957, vol. 23, part 2, p. 131.
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（
73
）  

金
東
祚
『
韓
日
の
和
解
』
一
一
一
頁
。

（
74
）  

「
일
본 

방
위
청
장
、
李
承
晩
라
인 

문
제
는 

일
본
의 

군
사
력 

약
화
에
서 

기
인
한
다
고 

주
장
」﹇
日
本
の
防
衛
庁
長
官
、
李
承
晩
ラ
イ
ン
問

題
は
日
本
の
軍
事
力
弱
化
に
起
因
す
る
と
主
張
﹈（
一
九
五
五
年
九
月
一
日
）『
国
務
省
文
書
二
』
六
一
二
頁
。

（
75
）  
「
李
大
統
領
に
関
す
る
モ
ニ
タ
ー
紙
報
道
記
事
（
情
第
三
三
七
九
号
）」（
一
九
五
五
年
一
〇
月
七
日
）『
資
料
第
二
期
第
二
巻
』
一
四
四
頁
。

（
76
）  A blunt w

arning that the Peace Line w
ill be enforced, by gunfire if necessary, w

as issued today follow
ing a Joint Chiefs of 

Staff Conference, N
ovem

ber 17, 1955, 

大
韓
民
国
外
務
部
外
交
文
書
登
録
番
号
四
六
〇
『
중
공 

및 

일
본
어
선
의 

평
화
선 

침
범
、1955 -

1959

』﹇
中
共
及
び
日
本
漁
船
の
平
和
線
侵
犯
、
一
九
五
五
―
一
九
五
九
﹈
一
五
〇
三
―
一
五
〇
四
頁
。

（
77
）  

「
손
원
일 
국
방
장
관
、
평
화
선
에 

대
한 

역
사
적 

기
원
과 

필
요
성 

역
설
」﹇
孫
元
一
国
防
長
官
、
平
和
線
に
対
す
る
歴
史
的
起
源
と
必
要
性

力
説
﹈（
一
九
五
五
年
一
二
月
一
二
日
）『
国
務
省
文
書
二
』
六
七
二
―
六
七
三
頁
。

（
78
）  

「
한
국 

연
합
참
모
본
부
의 

발
포 

경
고 

성
명
에 

대
한 

미
국
의 

비
공
식
적 

항
의 

전
달 

지
시
」﹇
韓
国
合
同
参
謀
本
部
の
発
砲
警
告
声
明
に

対
す
る
米
国
の
非
公
式
的
抗
議
の
伝
達
指
示
﹈（
一
九
五
五
年
一
一
月
二
一
日
）『
国
務
省
文
書
二
』
六
二
九
頁
。

（
79
）  

「
일
본 

외
무
성
、
한
국 

연
합
참
모
본
부
의 

일
본 

어
선
에 

대
한 

발
포 

경
고 

성
명
에 

우
려 

표
명
」﹇
日
本
外
務
省
、
韓
国
合
同
参
謀
本
部

の
日
本
漁
船
に
対
す
る
発
砲
警
告
声
明
に
憂
慮
表
明
﹈（
一
九
五
五
年
一
一
月
一
八
日
）『
国
務
省
文
書
二
』
六
二
七
頁
。

（
80
）  

「
한
국 

연
합
참
모
본
부 

의
장　

李
亭
根
장
군
、
李
承
晩
라
인 

수
호
를 

위
해 

공
군
력 

사
용 

도 

고
려
」﹇
韓
国
合
同
参
謀
本
部
議
長
の
李
亭

根
将
軍
、
李
承
晩
ラ
イ
ン
守
護
の
た
め
に
空
軍
力
使
用
も
考
慮
﹈（
一
九
五
五
年
一
一
月
三
〇
日
）『
国
務
省
文
書
二
』
六
三
九
―
六
四
〇
頁
。

（
81
）  

「
柳
参
事
官
と
の
会
談
の
件
」（
一
九
五
五
年
一
二
月
七
日
）『
資
料
第
二
期
第
一
巻
』
七
五
―
七
六
頁
。

（
82
）  

『
国
務
省
文
書
二
』、
六
四
〇
頁
。

（
83
）  

「
日
韓
問
題
の
件
（
第
一
六
四
三
号
）」（
一
九
五
五
年
一
二
月
一
二
日
）『
資
料
第
二
期
二
巻
』
一
五
五
―
一
五
六
頁
。

（
84
）  

一
二
月
六
日
、
日
本
政
府
は
内
閣
方
針
と
し
て
日
韓
問
題
は
米
国
の
協
力
を
得
な
が
ら
平
和
的
に
解
決
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
鳩
山
は
一
〇
日

の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
、
同
方
針
を
表
明
し
た
。
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大
学
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後
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学
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大
学
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学
院
法
学
研
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科
前
期
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ア
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ア
国
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関
係
、
日
韓
関
係


